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はじめに

本研究は、「虐待の援助法に関する文献研究（第2報：1980年代）児童虐待に関する法制度および法

学文献資料の研究　第1期（1980年から1990年まで）に続く研究である。今回の研究は、1990年3月に

おける大阪「児童虐待防止協会」の設立から2000年5月の児童虐待防止法成立までを対象としている。

この時期は、児童虐待が社会問題化し、児童相談所をはじめとする関係機関がこれまでたんなる養

護問題として扱っていたケースを「児童虐待」として対応し始めた時期である。児童相談所に対する

要保護児童通告が増加し、家庭裁判所の関与による強制的親子分離の方法が注目され始めた時期でも

ある。

この時期の関心は、児童虐待に関する広報・啓発がまず先行し、続いて発見や通告等の初期介入に

あった。各地で発見・通告のためのネットワークが立ち上がり、児童虐待防止マニュアルが作成され

た。

しかし、児童虐待への対応が進むに連れて、従来のケースワーク手法では限界があることが明らか

になってきた。児童相談所等の関係機関からの援助を拒否し、虐待の事実を認めない親に対しては、

伝統的な手法による対応には限界があったからである。そこで大阪を中心に、児童相談所、保健所、

医療機関と弁護士との連携のもとに新たな対応方法の模索が始まった。司法と連携した児童虐待への

介入である。それまでは、こうした強制力を背景とする介入は、親の態度を硬化させ、その後の指導

に支障を生ずるおそれがあること、審判までに時間がかかること、審判の実効性に疑問があることな

どから、ほとんど利用されてこなかった。これを見直し、司法手続により、虐待家族に強制的に介入

しようとする試みである。このように福祉と司法が連携した「介入的ソーシャルワーク」の手法が次

第に確立していった。

これと軌を一にして、大阪や東京で児童虐待防止の民間団体が設立された。この設立を契機に児童

虐待に対する社会の関心が高まり、児童虐待に関する報道が増え、研究も展開された。しかしこの時

期においては、児童虐待に対しては、児童福祉法、刑法、民法等、従来の法制度の運用により対応せ

ざるを得なかった。他方で、児童虐待事件とくに児童虐待による死亡事例の報道から、社会は、より

積極的な介入を求めるようになってきた。こうした動きをとらえて、国会では、新たな立法を必要と

する声が高まり、次の段階である「児童虐待防止法」の制定につながっていくのである。

その意味では、この第2期は、急増する虐待問題の対応に迫られつつも、未だ経験の積み重ねが乏

しく、児童相談所等の機関が試行錯誤を繰り返していた時期でもある。そうした中で、児童虐待に対

する学際的取り組みの重要性が認識され、「日本子どもの虐待防止研究会」が設立された。この研究

会における意見交換や研究会誌の発行により、多分野の専門家が児童虐待に関する知識や技術を共有

することができるようになった。

この時期は、児童虐待への対応に迫られた人々が、なんとか現存の枠内で困難な状況に立ち向かお

うとした時期であり、そうした工夫が各分野で見られる。法学の分野においても、伝統的な法律学の

分野からさまざまな試みがなされ、国家による家庭への介入のあり方や方法、基準などが検討されて

いる。これらの積み重ねが次の第3期における「児童虐待防止法」下での新たな制度に繋がっていく

のである。

こうした時代の流れを的確に把握することには限界があるものの、本報告書により少しでもこれら

の傾向を示すことができれば幸いである。

児童虐待法学文献研究会を代表して

吉田恒雄（駿河台大学）
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Ⅰ　序論

１　研究の目的

本研究は、1990年代における児童虐待に関する判例および法学研究の動向をさぐることによって、

その後におけるさまざまな児童虐待問題に対する法的対応に与えた意義ないし影響を明らかにするこ

とを目的とする。

２　研究の方法

本研究は、児童虐待に関する法的問題を扱う文献、判例、通知等の法令および調査・統計資料を対

象に分析する。

本研究で対象としたのは、児童虐待に関する法学（児童福祉法、民法、刑法等）文献、判例（民事、

刑事、児童福祉法関連）および通知等の法令、児童虐待関連の調査報告書等である。その他、法学分

野以外の分野の文献であっても、児童虐待への法的対応の不備を指摘し、その改善を提言するものが

少なくないところから、言及された内容がその後に与えた影響の大きさ等を勘案して、適宜、児童福

祉、医学、保健等の分野の文献も対象とした。

これらの文献や資料は、国会図書館雑誌記事文献目録や法学文献判例情報等のデータベースをもと

に検索し、中央大学図書館、日本女子大学図書館、国会図書館等の図書館を通じて入手した。なお、

文献の調査、収集、リストの作成等については、相坂浩二君（中央大学法学部法律学科学生）及び阿

部純一君（中央大学法学部法律学科学生）には、多大のご協力をいただいた。お二人のご尽力に対し

て、ここに謝意を表したい。

３　研究の時期区分

第2期は、1990年4月の児童虐待防止協会（大阪）の設立から2000年5月の児童虐待防止法成立まで

とする。この時期は、児童虐待に対する社会的関心は高まったものの、児童虐待対応はもっぱら児童

福祉法や民法、刑法等を根拠に行われ、虐待独自の法律が存在しなかった時期である。こうした時期

に、各種の法律等の解釈を通じて児童虐待事案に対応して、徐々に実務や判例が形成された時期であ

り、これがのちの児童虐待防止法制定により実定法として結実された。

最後に第3期としては、児童虐待防止法成立から今日までの足跡をたどる予定である。

＜略語＞

・判時：判例時報

・判タ：判例タイムズ

・家裁月報：家庭裁判月報

・刑集：最高裁判所刑事判例集
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＜その他＞

なお、保母については、1998年の児童福祉法施行令等の一部改正により、1999年4月1日より保育士

に、看護婦、保健婦、助産婦については、2001年の「看護師保健師助産師法」により2002年3月1日よ

り、それぞれ看護師、保健師、助産師と名称が変更されたところから、本報告書では、改正前の内容

であっても、変更後の名称で表記している。

－2－



Ⅱ　法令・判例および法学研究の動向

１　全体の動向

（１）はじめに

第2期は、1990年4月から2000年5月を対象としている。これは、大阪に児童虐待防止協会が設立さ

れ、児童虐待に対する社会的関心が高まった時期から児童虐待防止法制定までの期間である。この時

期は、第1期には十分に認識されていなかった「児童虐待」の概念が次第に明確になり、保健・医

療・福祉・司法の各分野で児童虐待への対応が模索された時期でもある。法制度としては、児童虐待

に対して、児童福祉法、民法、刑法といった従来の枠組みでしか対応することができず、その枠内で

の解釈を通じて、被虐待児の保護に当たらざるをえない状況にあった。

こうした児童虐待への認識が芽生えた時期ではあるが、その主たる法的関心はまだ発見、通報、初

期介入に向けられるに止まっていた。被虐待児への支援や親子再統合、虐待親への治療的介入への研

究は始まったものの、本格的な関心が向けられるのは児童虐待防止法成立後のことであり、この段階

ではまだ総合的な施策を構築するところまでは至っていない。

この時期の法解釈を通じての取り組みから認識された課題や実務から提示されたノウハウの積み重

ねが、第3期における総合的支援のための法制度の形成に引き継がれていくのである。

（２）法改正および通知

①　法改正

第2期における法律――とくに児童福祉法の改正――は、1997年の児童福祉法第50次改正が重要で

ある。この改正は、保育所入所の方式を従来の市町村の措置から、保護者が選択し市町村との契約に

よる仕組みに改めた点が主要な改正点である。児童虐待に関しては、虐待等の困難事例への対応とし

て、入所措置の客観性を確保し、児童相談所の専門性をバックアップするため、知事による措置に際

して都道府県児童福祉審議会の意見を聴くことが義務付けられ、それに関連して児童の意向を聴取す

る仕組みも設けられた。その他、養護施設（50次改正で児童養護施設と改称）に児童家庭支援センタ

ーを設置することができるものとし、地域における児童や家庭の相談体制の充実強化が図られること

になった。しかし、児童虐待に関心は向けられたとはいえ、児童虐待に関連する直接の改正とまでは

いえず、要保護児童や母子家庭の自立支援等、この時期の社会的要請に応じる内容に止まっていた。

その他、行政手続法の施行に関連して措置解除の際の理由説明、意見聴取等の規定が設けられ

（1993年第46次改正）、児童福祉司の任用資格に関する改正（1999年第53次改正）や民法改正に伴う改

正（1999年第55次改正）等が行われた。

②　通知

児童虐待問題が社会的注目を集め、児童相談所の積極的対応が求められるようになってきたこの時

期、厚生省は、まず当時の法制度の枠内で対応するよう都道府県に求めた。1997年の厚生省児童家庭

局長通知「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」平成9年6月20日児発第434号は、

－3－



児童相談所の立入調査権限や家庭裁判所への申立権限等を積極的に活用するとともに、要保護児童の

通告が守秘義務違反にはならないこと、虐待親からの強制的な引き取りに対する対応など、児童福祉

法の積極的運用を求めた。

児童虐待対応としては、児童虐待に対する関係機関の連携を進めるためのネットワーク作りを求め

る通知「児童虐待ケースマネージメントモデル事業の実施について」（平成8年5月15日厚生省児童家

庭局企画課長通知児企第16号）や都市家庭在宅支援事業（「都市家庭在宅支援事業の実施について」

平成6年9月16日厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知児家第8号）など、関係機関との連携強化を求め

る通知が出されるようになった。

また初期介入が主眼であったこの時期に、児童福祉施設における心理職の配置を求める通知（「児

童養護施設および乳児院における被虐待児に対する適切な処遇体制の整備について」平成11年4月30

日厚生省児童家庭局長通知児発第419号）が出され、虐待問題に対する治療的視点が導入されている

ことは注目される。その他、児童福祉施設分野では、自立支援関係の通知（児童養護施設等における

児童福祉法の一部を改正する法律の施行に係る留意点について」平成10年2月24日厚生省児童家庭局

長通知児発第95号）や被虐待児の早期家庭復帰を目指す対応を求める通知（「乳児院における早期家

庭復帰等の支援体制の強化について」平成11年4月30日厚生省児童家庭局長通知第421号）など、児童

福祉施設における心理治療や親子再統合のための体制整備などが行われ、これらの施策とその積み重

ねがその後の児童虐待防止法や児童福祉法の改正で自立支援に関する条項として盛り込まれることに

なっていく。

（３）判例

①　児童福祉法28条審判

児童相談所が児童福祉法を積極的に運用し、児童虐待に積極的に対応するようになったことから児

童福祉法28条事件の申立件数がこの時期に急増している。

これに伴い、同条に関する審判例も以前に比較して数多く公表されるようになった。審判例として

は、28条審判を本案として親権者による児童の退院手続の禁止、退院後の児童相談所による一時保護

等に関する保全処分を命じた浦和家裁平成8年3月22日【判例1①】がある。28条審判を本案とする保

全処分で公表された事件は本審判例1件であり、家庭裁判所実務では大勢にならなかったが、この審

判例は1997年の434号通知にも引用されるなど、司法関与のあり方について重要な課題を投げかけた。

この点については、2005年の特別家事審判規則の改正により、一時保護中の児童について28条申立が

あった場合に保護者の面会・通信を制限する審判前の保全処分制度の創設につながっている（現行同

規則18条の2）。

その他、児童虐待防止法制定後に大きな論点となる家庭裁判所が保護者に対し児童福祉司指導を受

けるよう命ずる制度との関連で、審判の理由中でこれに言及するものが現れるなど【判例1②】、児童

相談所と家庭裁判所との連携の試みを見ることができる。
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②　親権喪失宣告審判

この時期の親権喪失宣告審判の動向には、民法834条に基づくものにも、児童福祉法33条の6に基づ

くものにも件数の上では何の変化も見られない。公表されている事例は4件である。このうち大阪家

裁平成6年2月26日【判例4①】と大阪高裁平成6年3月28日決定【判例4②】は同一事件の原審と抗告審

である。この事例では、親権喪失請求の申立人は、母を単独親権者として離婚した実父である。その

他の2例では、申立人は児童相談所長である。上記の2例と熊本家裁平成10年12月18日審判【判例5】

は、親権喪失請求を本案とする審判前の保全処分として、親権者の職務執行停止と職務代行者選任を

申立てた事例である。親権喪失宣告本体について公表されているのは、長崎家裁佐世保支部平成12年

2月23日審判【判例6】1件だけである。

なお、親権喪失宣告請求事件のほかに、民法766条に基づく監護者指定について実質的に親権制限

的機能をもたせて適用できるかということが争われた事件が登場した【判例7】。また、大阪家裁平成

9年4月1日審判【判例8】では、過去の虐待から受けた精神的苦痛は、氏を変更する「やむを得ない事

由」（戸籍法107条）、名を変更する「正当な事由」（同107条の2）に該当するとした審判例が存在する。

③　刑事判例

この時期の刑事裁判例の傾向としては、①判決理由中に「虐待」との文言が用いられるようになり、

しかも犯行が児童虐待に当たるとすることによって、量刑上厳しい判断がなされるようになってきた

こと【判例9】、②不作為による傷害致死の幇助犯の成立を認める判例が現れたこと【判例10】、③児

童虐待事案において被虐待児本人の供述について判断した判例が現れた【判例11】ことがあげられる。

いずれも児童虐待問題が社会問題化したことから生じた刑事判例における変化ということができる。

（４）研究動向

①　児童福祉法分野

第2期に入り、児童虐待に関する法学分野の研究も本格化する。とはいえ、いわゆる法律学研究者

からのアプローチはまだ緒に就いたばかりであり、弁護士や家庭裁判所調査官など、実務家が実際的

必要性に迫られる形で研究がスタートしたといえる。

児童虐待防止民間団体の設立に伴い、弁護士と児童相談所、家庭裁判所関係者との交流も盛んにな

り、児童虐待対応で必要となる法律知識の普及や解釈などの模索が行われた。弁護士会ではシンポジ

ウムを開催して啓発に努めるとともに【文献1】、児童相談所等への法的支援を行い始めた。その成果

が『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル』【文献37】であり、弁護士の取り組みの実際を紹介す

る『児童虐待ものがたり――法的アプローチ』【文献18】である。弁護士と児童相談所との交流は、

その後、児童相談所における弁護士の配置などの連携につながっていくことになる。

「日本子どもの虐待防止研究会」の設立も、児童虐待に関する法学研究に大きな影響を与えている。

同研究会においては、法学分野は重要な柱とされ、毎回法律関係の分科会が設けられている。また、

同研究会の機関誌である「子どもの虐待とネグレクト」には、法学関係の論文や資料が数多く掲載さ

れ、法学分野以外の実務家・研究者との情報交換や児童虐待に関する法律問題について情報提供がな
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されている。同学会の「制度検討委員会」は、児童虐待に関する調査を行い、これを踏まえた提言を

するなど、児童虐待防止法制度の見直しにさまざまな形で影響力を与えている。

この時期から、家庭裁判所への児童福祉法28条事件の申立件数が増加し、それを受けて、家庭裁判

所関係者による研究も本格的に開始されるようになった。【文献8】は家庭裁判所裁判官による児童福

祉法28条事件の分析であり、【文献11】および【文献12】は、家庭裁判所調査官による調査方法に関

する文献である。これらの文献においては、児童相談所との連携のあり方とともに家庭裁判所の役割

について検討され、家庭裁判所が以後児童虐待問題に関与する上で貴重な視点を提供している。

その他、1994年に批准された児童の権利条約からみた児童虐待問題の研究も、この時期に数多く刊

行されており、「児童の権利」から見た児童虐待防止制度のあり方や運用方法の検討など、児童虐待

に関する法学研究に新たな視点をもたらしている。

②　民法分野

民法分野の研究は、親権の性質論とその性質に対応する親権喪失請求に関する議論が中心になる。

とはいえ、伝統的な民法学の側からの児童虐待への民法上の対応についての論考はなお多くない。そ

うした中で、今期は、初期の児童虐待事例を取り扱った弁護士から、どのような事例でいかに法的に

対処したのかが紹介・報告され、親権の壁を乗り越える難しさや親権が強すぎるという主張がなされ

る【文献19】。一方制度論として、民法研究者や児童虐待に対応する現場の専門家（児童相談所・家

庭裁判所）の間では、児童虐待対応で親権喪失制度が果たす役割・機能についての議論が行われるよ

うになる。この議論は、親権喪失には親権者の故意過失が必要か、それとも子の福祉の著しい危険が

存在すれば、それが親権者の責に帰すべきものでなくてもよいかという議論にも重なっていく（【文

献14】【文献9】の第4章）。なお、【文献9】は民法学のみの論考を集めたものではないが、本書の刊行

は、3期冒頭（2000年秋）に行われた「日本家族＜社会と法＞学会」での「児童虐待の法的対応」と

題するシンポジウムにつながっていくことになる。

③　刑事法分野

学会レベルでは、刑法学会のワークショップで児童虐待問題が2回取り上げられ、犯罪学会でも一

般発表で児童虐待をテーマとする報告が行われた。さらに被害者学会でも個別報告がなされるなど、

刑事法分野において児童虐待への関心が高まってきたことをうかがわせる。これと前後して明治学院

大学立法研究会シンポジウム「児童虐待――わが国における現状と課題」が開催されている【文献24】。

これらのワークショップやシンポジウムでは、通告義務の罰則化、児童虐待罪の創設等の主張も行わ

れ、その後の児童虐待防止法制定時における議論につながっていく。

この時期から警察も児童虐待問題に積極的に関与するようになり、まず警察庁による児童虐待の統

計が取られるようになった。さらに1999年12月には「女性・子どもを守る施策実施要綱」が制定され、

児童虐待に対する取り組みの強化、被虐待児保護の強化が図られるようになった。

少年非行と児童虐待との関係については、【文献20】で本格的な調査研究が行われたが、この点に

関する研究は次の第3期でさらに本格化することになる。
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④　児童福祉分野

第2期においては、児童虐待に関する社会的関心の高まりに応じて、児童福祉分野において独自の

研究が進められた。とくに虐待対応の第一線である児童相談所の対応に批判の目が向けられるという

事情から、児童福祉行政の立場から、ソーシャルワークの有用性の検証や虐待ケース検証結果の共有

という動きを踏まえて、法改正に向けた提言がなされるようになってきた。また、この時期に特徴的

なのは、さまざまな「手引き（マニュアル）」が作成されていることである。その内容も初期の段階

では、児童虐待の発見と援助に向けられていたが、次第に児童虐待への介入的対応を目的とするもの

に比重が移ってきている。また、児童相談所に特化された業務マニュアルや弁護士会による法律実務

に焦点を当てたものが作成されるようになってきた。こうした動きは、児童相談所におけるソーシャ

ルワークが従来の手法から「介入的ソーシャルワーク」へと変容してきたことと無関係ではない。と

くに法的対応に不慣れであった児童福祉現場において、こうしたマニュアルへのニーズが高まったこ

とや虐待親からの法的反撃に備えるという「法による児童福祉」の要請が働くようになったこともそ

の背景にあると思われる。このように第2期においては、児童福祉と法とが緊密な連携をもって児童

虐待に対応するようになった時期ともいえる。とはいえ、親子分離後の援助や家族への援助は、その

必要性が指摘され始めたものの、その実施はなお課題として次の第3期に引き継がれることになった。

他方で、社会学とくに社会構築主義の立場から、わが国における「児童虐待の増加」という言説に

疑問を投げかけ、虐待問題を医療の対象とする視点を批判する主張も現れてきた（上野加代子『児童

虐待の社会学』〔世界思想社、1996年〕）。この立場は、医療モデルによる介入に対する根本的な疑問

を提示する点で、児童虐待に関する施策を検討する上で注目すべき議論である。

⑤　医療・保健・心理分野

第2期におけるこの分野での研究には、1つは虐待の早期発見・早期対応に向けた研究がある。すな

わち虐待発見のための知識や通告義務履行に関する研究や虐待にかかわる専門家の虐待への認識や通

告・連携についての意識についての調査分析の研究である。これとの関連で虐待の定義に関する研究

も見られる。これら早期発見・早期対応に関する研究は、2000年の児童虐待防止法制定における「早

期発見義務」（5条）につながっていく。

もう1つの特徴は、家族に対する介入後の被虐待児および虐待親に対する治療の研究が本格化した

ことである。ここでは心理的治療の重要性が指摘され、治療マニュアルが作成され、これを実施する

ためには法的枠組みが必要であると主張された。1999年度から児童養護施設に心理職が配置されたの

は、その表れであるが、その法的枠組みに関する議論は、2004年の児童虐待防止法・児童福祉法改正

の大きな論点になった。

また第2期の特徴である初期介入に関する研究では、リスクファクターに関する研究が注目される。

この研究はその後、児童相談所の一時保護の判断基準や保健・医療分野におけるリスク要因研究とし

て展開し、リスクアセスメント指標の研究につながっていく。これらの研究は、第2期における介入

型ソーシャルワークの客観的指標として現実化されることになる。
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⑥　非行・教護分野

児童虐待への関心が定着するにつれ、第2期は、非行原因としての虐待の指摘が立論として目立ち

始める時期である。従来から現場関係者がつかんでいた「非行の原因に過去の被虐待経験がある場合

が多い」という感触が、虐待の社会的認知と共に言論化されてきた。これとともに、児童福祉法の大

改正の前夜にもあたるこの時期、児童福祉施設の中でも、とくに施設の活用が進まず見直しを迫られ

ていた（旧）教護院のあり方をめぐっての議論が活発になった。非行原因としての虐待を認識するこ

とで、自ずと、非行児童への対応が（不可分ではあるものの）矯正教育的側面から被害の癒しと治療

に向けられる視点に移行した点が特徴的である。児童相談所においても、児童虐待の視点から治療環

境・治療システムの構築を提案するものが現れてきた。

（吉田恒雄・鈴木博人）

２　法令の動向

（１）法律改正

1990年の第45次改正では、「老人福祉法等の一部を改正法（法律第58号）」に伴って児童福祉法の一

部が改正され、心身障害児等の居宅における介護の措置等を追加する規定ならびにかかる措置に要す

る費用に関する規定が整備された。

1993年の第46次改正では、行政手続法の施行に関する「行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律（法律第89号）」により児童福祉法の関係規定が整備され、不利益処分（行政手続法12条

及び14条を除く）の規定の適用除外として、都道府県知事等による措置（2条1項2、3号等）等の解除

につき、措置解除理由の説明、意見聴取等を定める規定が設けられた（33条の4）。

1996年6月29日の第47次改正では、「地方自治法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備に関する

法律（法律第49号）」により中核市に関する特例が設けられ、地方公共団体の組合に広域連合が追加

されたことに伴い、児童福祉法においても関係規定の整備がなされた。

同日の「健康保険法等の一部を改正する法律（法律第56号）」により（第48次改正）、国民健康保険

法の一部改正に関連して、児童福祉施設入所措置が採られたために生ずる被保険者に対する市町村間

の取扱いに関する規定が設けられた。

1994年7月の第49次改正では、「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律（法律第84

号）」により、保健所長が疾病により長期にわたり療養を必要とする児童について療養の指導を行う

ことができることが規定された。

1997年の第50次改正では、児童福祉法の大規模な改正が行われた（「児童福祉法の一部を改正する

法律（法律第74号）」）。改正の趣旨は、少子化の進行など、児童および家庭を取り巻く環境の変化を

ふまえ、子育てしやすい環境の整備を図るとともに、次代を担う児童の健全な育成と自立を支援する

ために児童家庭福祉制度の再構築を図ることにあった。

改正の背景として、保育制度の見直しの必要に関しては、子どもをもちたい人が安心して出産・育

児をすることができるような環境整備が必要であり、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向

－8－



について（エンゼルプラン）」が、厚生、文部、労働、建設の4大臣合意のもとで作成され、その具体

化の一環として、大蔵、厚生、自治の3大臣合意により、当面緊急に整備すべき保育対策等について

「緊急保育対策等5カ年事業」が策定され、これにより保育対策の充実が図られることが企図されたこ

とがあげられる。保育問題検討会議報告書（1995年1月）には、これら保育制度について、さまざま

な議論がなされたことが示されている。

家庭環境に恵まれない児童の問題については、家庭や地域の子育て機能の低下、児童虐待・非行の

増加等、問題が複雑化しているにもかかわらず、施設のあり方につき、これまで根本的な見直しがな

されなかったため、現に入所している児童と制度との間に乖離が生じ、児童相談所を中心とする相談

支援体制が問題の早期発見、早期対応といった要請に対して十分機能しなくなっているという問題が

生じていた。さらに、離婚の増加に伴う、母子家庭施策のあり方についても見直しの必要性が生じた。

1996年から中央児童福祉審議会基本問題部会において、児童家庭福祉制度の見直しに向けた議論が

始まり、同年12月「少子社会にふさわしい保育システムについて」「少子社会にふさわしい児童自立

支援システムについて」「母子家庭の実態と施策の方向について」の報告書が発表された。これらを

受けて改正案が立案され、1997年6月11日に児童福祉法の一部を改正する法律が成立した。

主な改正内容は以下の通りである。

・保育所入所の仕組みが市町村の措置から、保護者が希望する保育所を選択する仕組みに改められた。

・保育所の機能として相談機能が付加された。

・放課後児童健全育成事業が社会福祉事業として位置付けられた。

・虚弱児施設が廃止された。

・虐待等の困難な事例に適切に対処するとともに、入所措置の客観性を確保するため、知事による措

置にあたり一定の場合に都道府県児童福祉審議会の意見を聴くことが義務付けられ、児童の意向を

聴取する仕組みが設けられた。

・養護施設に児童家庭支援センターを設置するなど、地域における児童や家庭の相談支援体制の強化

を図ることとされた。

・児童自立生活支援事業が第2種社会福祉事業として位置付けられた。

・放課後児童健全育成事業が児童居宅生活支援事業として第2種社会福祉事業に位置付けられた。

・家庭裁判所の保護処分を受けた児童について、知事は当該決定に従った措置をとるべきこととされた。

・母子寮を母子生活支援施設と改称し、目的として自立促進のための生活支援を追加した。

・養護施設を児童養護施設と改称し、児童の自立を目的として明文化した。

・情緒障害児短期治療施設の対象年齢規定を削除し、施設長の就学義務を明文化した。

・教護院を児童自立支援施設と改称し、家庭環境等環境上の理由により生活指導を要する児童も対象

とするものとし、通所指導もなしうるものとした。あわせて教護院入所児童に対する施設長の就学

義務が明文化された。

・児童家庭支援センターに関する規定が設けられた。

・関係地方公共団体相互間の連絡調整の責務を保育の実施にも拡大した。
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この改正は、児童虐待対策を直接の目的とするものではないが、都道府県児童福祉審議会の意見聴

取や児童の意向の聴取など、その後の虐待対応に重要な影響を与えた内容が含まれている。見方を変

えれば、この改正により虐待に関する本格的改正が行われなかったため、次の児童虐待防止法の制定

につながったともいえる（吉田・1997）。

1998年の第51次改正（法律第55号）では、「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正

する法律」（法律第110号）により、児童福祉法中の「精神薄弱」の用語が「知的障害」に改められた。

1999年7月の法律第87号による改正では地方分権推進のための関係法律の整備により、児童福祉審

議会および児童福祉司の任用資格に関する改正が行われ、同日の法律第102号による改正では、中央

児童福祉審議会を廃止し、社会保障審議会とする等、国の行政組織に整備に伴う改正がなされるなど、

国と地方の権限に関する改正が行われている。

1995年12月の改正（法律第151号）では、民法の一部改正（成年後見制度等）に伴い、児童福祉法

中の「後見人」の用語が「未成年後見人」に改められた。

1999年に入ると、国会では児童虐待防止法制定の動きが活発化する。衆議院青少年問題に関する特

別委員会は、第145国会以来、とくに児童虐待問題について参考人質疑、政府質疑を重ねるとともに、

児童養護施設の視察などを積極的に行い、立法に向けた協議が行われた。1999年の第146国会におい

ては、「児童虐待の防止に関する件」を決議し、以下の事項について、政府に対して緊急の対応とし

て万全の措置を講ずることを求めた。すなわち、①通告義務の啓発・広報の徹底、②児童相談所の体

制、専門職員の充実、児童養護施設の改善　③24時間対応窓口の整備　④児童相談所による立入調査

に対する警察の積極的協力　⑤国及び地方公共団体における関係機関の連携強化　⑥NGO・ボランテ

ィア等民間とのネットワークの構築　⑦児童や保護者に対するカウンセリング、個別フォロー体制の

充実　⑧関係省庁による検討体制の確立等である。その後も参考人質疑等を繰り返し、これらの協議

を踏まえて、2000年5月24日、参議院本会議で「児童虐待防止法」が可決・成立した（太田誠一他・

2001）。

【参考文献】

太田誠一＝田中　甲＝池坊保子＝石井郁子＝保坂展人『きこえますか子どもからのSOS――児童虐待防止法の解説』

（ぎょうせい、2001年）

吉田恒雄「児童福祉法の改正」『法律時報』69巻8号（1997年）18－26頁

（２）通知

① 児童福祉法の積極的運用による児童虐待へ対応――児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用

について（434号通知）――

この時期もっとも重要な通知は、「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」（平成9

年6月20日厚生省児童家庭局長通知児発第434号）である。この通知は、現行法制度の枠内で、児童虐

待の増加に対応するため、立入調査、通告義務、一時保護、家庭裁判所への申立等、児童福祉法上の

規定を適切に運用し、児童虐待に積極的に対応することを求めたものである。通告の対象となる要保
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護児童には被虐待児とくにネグレクトや心理的虐待による児童も含まれることを明らかにし、通告義

務の周知を図るとともに要保護児童通告が守秘義務に違反しないことを明確にした。

これを受けて、介入に関して以下の内容の通知がなされた。

・立入調査の行える場面を示し、関係機関との連携を図ること、一時保護の積極的活用により被虐待

児の迅速な保護につなげること。

・一時保護にはかならずしも保護者の同意を要しないこと、一時保護にあたっては警察との連携を図

ること。

・施設入所等の措置については、保護者の同意による入所後に保護者からの引き取り要求があったと

き、一時保護等の積極的活用により児童の保護を図ること。そのための手段として、審判前の保全

処分の申立が認容された事例が紹介されている。

・家庭裁判所の承認による入所措置の場合については、承認により児童福祉施設長の監護権が保護者

の監護権に優先するので、保護者からの引き取りを拒むことができること。

・入所児童の家庭環境の把握に努めること、措置解除に際しては、児童福祉施設長の判断だけで引き

取りに応ずることのないよう徹底すること。

本通知以前は、通告義務と守秘義務との関係、一時保護における保護者の同意の要否、28条審判に

おける親権制限の可否等、児童虐待防止法制において解釈上の疑義があり、児童福祉の現場も混乱し

ていた。この通知が厚生省の公権解釈を示したことにより、現場でも明確な法的根拠をもって積極的

に対応できるようになった。また、この通知は、児童相談所や児童福祉施設に対してだけでなく、広

く児童にかかわる専門職にも影響を与える内容となっており、その後の虐待対応に与えた影響は極め

て大きい。

とはいえ、通知という行政解釈に止まるところから、その実効性にはなお限界があり、その法的根

拠もかならずしも明かでなかった。とくに家庭裁判所や警察等の関係機関との連携については、より

明確な法的根拠が求められた。これらの課題は、その後制定された児童虐待防止法やその後の児童福

祉法改正において実現されることになる。

434号通知にあわせて、「児童虐待に関し緊急に対応すべき事項について」（平成10年3月31日厚生省

児童家庭局企画課長通知児企第13号）が発出され、通告義務の周知、児童相談所における即応体制の

整備、組織的対応、立入調査および家庭裁判所への申立等、積極的対応等が求められた。

②　児童相談所の体制強化

児童虐待相談の増加に伴う児童相談所機能の補強として、児童福祉司の任用資格について、人間関

係学部や児童学部等で心理学や教育学、社会学を総合的に履修した者や社会福祉学部を卒業した者等

もこの資格に含めるものとされた（「児童福祉司の任用資格の取り扱いについて」平成8年11月21日厚

生省児童家庭局企画課長児企第37号）。

③　関係機関との連携

1997年の児童福祉法改正により規定された児童家庭支援センターの設置運営に関する通知が出さ

れ、児童相談所との連携が定められることになった（「児童家庭支援センターの設置運営について」
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平成10年5月18日厚生省児童家庭局長通知児発第397号）。

1993年には新たに主任児童委員制度が設けられ、地域における児童・妊産婦の福祉に関する相談援

助活動を行うこととし、地域における児童委員活動を一層推進するものとされた（「主任児童委員の

設置について」平成5年3月31日厚生省児童家庭・社会援護局連名通知児発第283号）。

児童虐待対応としては、都市部における家庭内の育児不安、虐待及び非行等の養育上の問題に対応

するため、養護施設等民間施設の専門性を活かして近隣地域の家庭からの相談を受け、必要に応じて

家庭訪問を行う等により、即時的継続的な在宅支援を行うことを目的とする都市家庭在宅支援事業が

実施された（「都市家庭在宅支援事業の実施について」平成6年9月16日厚生省児童家庭局家庭福祉課

長通知児家第8号）。この事業は、その後1998年に、児童養護施設等に設置される「児童家庭支援セン

ター」として児童福祉法上の事業として法定されることになる（「児童家庭支援センターの設置運営

について」平成10年5月18日厚生省児童家庭局長通知児発第397号）。

関係機関・団体等からなるネットワークの有効性が認識されるのに伴い、この設置を促進する通知

がなされた（「児童虐待ケースマネージメントモデル事業の実施について」平成8年5月15日厚生省児

童家庭局長通知児発第516号。児童虐待ケースマネージメントモデル事業の実施について平成8年5月

15日厚生省児童家庭局企画課長通知児企第16号）。内容としては、児童虐待事例について、児童相談

所を中心に関係機関等とネットワークをつくり、地域における児童虐待防止と早期発見に努めること

を目的とし、児童虐待事例検討委員会の設置等を内容とするモデル事業を実施することを定めている。

関係機関に対する通知としては、保育所における被虐待児の対応につき児童相談所との連携をもと

める通知がなされたことも注目される（「保育所保育指針について」平成11年10月29日厚生省児童家

庭局長通知児発799号）。

④　児童福祉施設における被虐待児の対応

À）心理治療の導入

第2期の終わりになると、被虐待児への心理治療の必要性が指摘されるようになり、これに関して、

児童養護施設や乳児院において被虐待児に対して心理治療を行うための体制整備についての通知

（「児童養護施設および乳児院における被虐待児等に対する適切な処遇体制の整備について」平成11年

4月30日厚生省児童家庭局長通知児発第419号）が出されている。これと同日に、「乳児院における早

期家庭復帰等の支援体制の強化について」平成11年4月30日厚生省児童家庭局長第421号通知が発出さ

れ、虐待や放任等家庭環境上の理由により乳児院に入所している児童の保護に関して、児童相談所と

の連携のもとに児童の早期家庭復帰を可能とするための相談・指導等の支援を専門にする職員の配置

が定められた。

Ã）自立支援

1997年の児童福祉法の改正にあわせて、自立支援のあり方等を定める通知（「児童養護施設等にお

ける児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に係る留意点について」平成10年2月24日厚生省児童

家庭局長通知児発第95号）や同年の児童福祉施設最低基準の改正にあわせて、児童養護施設等におけ

る自立支援計画について定める通知（「児童養護施設等における入所者の自立支援計画について」平
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成10年3月15日厚生労働省児童家庭局家庭福祉課長通知児家第9号）など、被虐待児および保護者に対

し計画に基づく支援をするよう求める通知が発出されている。

また、大学等への進学を希望する児童のうち、家庭復帰が難しい場合に、措置解除後も引き続き児

童養護施設等から通学することを認める通知も出されている（「措置解除後、大学等に進学する児童

への配慮について」平成8年1月29日厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知児家第1号）。

Õ）懲戒権の濫用防止

施設における体罰事件の発生を受けて、懲戒権の濫用禁止等、事件発生の際の実情把握、指導や迅

速な対応、施設に対する研修・指導のあり方について都道府県に対する通知がなされた。とくに被虐

待児についてはその行動特性に配慮した処遇をするよう求める通知が出されている（「児童養護施設

等における適切な処遇の確保について」平成9年12月8日厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知児家発第

28号）。また児童福祉施設最低基準に「懲戒に係る権限の濫用禁止」規定が設けられ、この実施につ

いての通知も出されている（「懲戒に係る権限の濫用禁止について」平成10年2月18日厚生省大臣官房

障害福祉課長・児童家庭局企画課長連名通知障第16号・児企第9号）。

⑤　警察庁通知

女性・児童を犯罪等の被害から守るための施策とその実施の通知が警察庁から出され、警察が児童

虐待の問題に本格的に対応することになった。児童虐待については、早期発見、関係機関との連携を

図り、被害児童の保護に努めるとともに、刑事事件として取り扱うべき事案は適切に検挙等の措置を

講ずるものとされた（「女性・子どもを守る施策実施要項」平成11年12月16日警察庁通達・警察庁乙

発第16号）。

（吉田恒雄）

３　判例の動向

（１）児童福祉法

本報告の対象期間中、児童福祉法28条1項の承認申立事件の新受件数は、急激に増加している。す

なわち、1990年から1995年までは毎年10件台から30件台で推移していたものが、1996年頃から増加に

転じ、2000年には142件を数えた。2004年には234件、2005年には227件になったとはいえ、全体とし

ては増加傾向にある。

こうした事件数の増加に伴い、28条審判の審判例も以前より多く公表されるようになった。本期間

中に公表された審判例は、28条審判が11件、同事件を本案とする保全処分申立事件が1件であり、ま

た、この他に、釜井（1998【文献8】）によって、1994年から1996年までの間の審判例が51件紹介され

ている。そして、この期間の特徴として、これらの審判例によって28条審判をめぐる法的問題に関す

る議論が進展し、以後の立法に影響を及ぼすこととなったことを挙げることができよう。

まず、浦和家平成8年3月22日（浦和家平8（家ロ）1002号）【判例1①】は、28条審判を本案とする

審判前の保全処分を認めた事案として注目される。

家事審判における保全処分については、家事審判法15条の3第1項により、最高裁判所の定めるとこ
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ろにより仮差押え、仮処分等の保全処分を命ずることができると規定されており、その対象事件は家

事審判規則及び特別家事審判規則に列挙されている。しかし、28条審判については、その対象とされ

ておらず、これを本案とする保全処分はできないとするのが実務の大勢であった。ところが、現実に

は、28条審判の審理中に、保護者が一時保護されている児童の引取りを強く求めてくるなど、保全処

分の必要性の高い事案が少なからず認められた。このため、なかには、28条審判に代わって親権喪失

宣告の審判を申し立て、これを本案とする職務執行停止等の保全処分を求めるという運用も採られて

きたものと考えられる。実際に、釜井（1998【文献8】）の紹介する審判例の中にも、このような経緯

を辿ったと推測される事例が含まれている（大阪家審平成8年9月6日【文献8】79頁）。

これに対し、本審判は、28条審判を本案とする審判前の保全処分申立てにおいて、親権者による児

童の退院手続の禁止、退院後の児童相談所による一時保護等を命じたものである。

ただし、本審判では、その理論的根拠について特に触れられていない。このため、その検討は、以

後の議論に委ねられることとなり、例えば、釜井（1998【文献8】）は、28条審判に基づいて児福法27

条1項3号の施設入所措置が採られた場合、その施設長の権限は、家事審判規則52条の2により保全処

分が可能とされている子の監護者の指定審判において、親権者でない者が監護者として指定される場

合と類似しているとして、同条を類推適用して、28条審判を本案とする保全処分を認め得るのではな

いかと指摘している。

なお、この審判が実務に与えた影響は大きく、1997年6月20日に厚生労働省から都道府県知事等あ

てに発出された児発第434号厚生省児童家庭局長通知「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用

について」においても、特に本審判が付記され紹介されている。この通知文書は、それまでの児童福

祉法に基づく通告義務、立入調査、一時保護、家庭裁判所への申立てなどが必ずしも適切に運用され

てきたとは言えない実情を踏まえ、同法の解釈、運用に当たっての留意点を厚生労働省がまとめて周

知したものである。そして、2005年4月1日に特別家事審判規則改正が施行され、一時保護中の児童に

ついて28条審判の申立があった場合、保護者の面会又は通信を制限する審判前の保全処分が新設され

るに至っている。

また、本審判の本案である　浦和家審平成8年5月16日【判例1②】では、承認審判の理由中におい

て、「今後本人が成長し、事態が理解できるようになるまで、両親との面接、その他本人との直接の

交渉は禁止すべきである。面接交渉に両親としての権利性が認められることは否定できないとしても、

これまでの経緯からして、本件はその権利の行使が制限される典型的なケースと認められるからであ

る」と指摘し、施設入所後の保護者による面会等の禁止について特に言及している。同様に、横浜家

横須賀支審平成12年5月10日、家裁月報52巻11号66頁においても、「申立人（編注：児童相談所）が母

に対して面会や通信などの事件本人らとの交流について制限するのは当然のことであり、母は児相の

指示に従うべきである」と指摘されている。

施設入所している児童について、その保護を図る観点から、保護者からの面会等の要求を制限する

必要が生じることが考えられるが、その可否については議論がある。これらの審判例は、28条審判に

基づいて入所する児童について、家庭裁判所の考えを特に示したものと言うことができよう。
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この問題に関しても、その後、2000年11月20日施行の児童虐待防止法12条により、28条審判に基づ

いて入所した児童において、虐待を行った保護者からの面会又は通信を制限することができる旨が規

定されるに至っている。さらに、28条審判によらない入所児童においても、2004年10月1日施行の同

改正法12条の2により、虐待を行った保護者から引渡、面会又は通信が求められ、これを認めた場合

再び虐待が行われると認められる等の場合には、児童相談所長は、当該児童を一時保護することがで

き、その場合には、速やかに28条審判を要することを都道府県知事に報告しなければならない旨が規

定されている。この28条審判の申立てがなされた場合には、これを本案とする保全処分として保護者

の面会又は通信を禁止し得ることは、上述のとおりである。

次に、福岡家小倉支審平成11年12月1日、家裁月報52巻6号66頁は、児童が保護者による弟に対する

身体的虐待を目の当たりに見てきたため、将来心的外傷後ストレス障害（PTSD）に発展する可能性

が高いなどとして、児童養護施設への入所を承認した事例であるが、その理由中、「父Ａに対しては、

児童相談所の処遇方針に基づき、児童Ｂとの親子関係形成のプログラムに参加させ、児童Ｂに対する

態度の受容ないし自己成長を促す必要がある」と指摘し、児童相談所による保護者に対する指導につ

いて具体的に言及している（なお、福岡家小倉支審平成11年12月1日、家裁月報52巻6号72頁は、本審

判の児童の弟に対する同旨審判であり、その理由中にも同様の指摘がなされている。）。

このように保護者に対する指導措置について具体的に言及する審判例が、この時期に複数公表され

ている。例えば、「今後は、養父母の引受態勢について、児童相談所による綿密な調査、指導を経て、

時機をみて本人らとの面会等を実施し、将来、ある程度態勢が整った段階で、児童相談所の継続的な

指導の下で、養父母に本人らを監護させるのが相当である」（津家審平成9年12月24日【判例2】）、「児

相も母に対する指導や母子関係の調整について、より一層の働きかけに努めるべきである」（前掲・

横浜家横須賀支審平成12年5月10日）、「父母は児童等保育の専門機関である児童相談所による継続的

助言や指導を受けつつ、適正な養育知識及び良質な養育環境整備に関する知識を積極的に獲得するよ

う努力する必要があると考える。そのためには、両親と甲児童相談所とは本件によって生じた不信対

立関係を解消することに努め、事件本人の健全育成を目指して互いに緊密な連繋を図ることが、結局

事件本人の健全発達につながるものと考える」（横浜家審平成12年5月11日、家裁月報52巻11号57頁）

などである。

これらは、28条審判承認決定後における児童相談所の保護者に対する指導措置の在り方に対する家

庭裁判所の意識の強さを示すものと考えられ、その後、2005年4月1日施行の児童福祉法改正により、

家庭裁判所は28条審判等をする場合において、施設入所等の措置終了後の家庭その他の環境の調整を

行うために相当と認めるときは、都道府県（児童相談所長）に対して指導措置を採るべき旨を勧告す

ることができるとの規定が新設されるに至っている。

【参考文献】

釜井裕子「児童福祉法28条1項1号の家庭裁判所の承認について」『家庭裁判月報』50巻4号（1998年）1－84頁【文献8】

（藤川浩）
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（２）民法

①　親権喪失

民法分野での判例は親権喪失請求として現れる。親権を制限するという意味では、児童福祉法28条

事件も広い意味では民法・親権法と関係するものであるが、児童福祉法28条事件は独立して扱うので、

ここでは、親権喪失請求事件（民法834条と児童福祉法33条の6）だけを扱う。また、今期は、民法

766条に関連した事件と戸籍法による氏及び名の変更事件も公表されている。

児童虐待が関係する親権喪失事件で公表されているものは4件ある。そのうち2件は同一事件につい

ての原審と抗告審である。1980年から1990年3月までの時期に児童虐待事例での834条の適用に関連し

た公表判例が存在しなかったのに比べれば、公表事例がわずかではあっても存在するという程度であ

る。統計的に見ると（巻末資料8（1））、親権または管理権の喪失宣告およびその取消し（取消しも入

っているために純然たる親権喪失請求事件数だけではない）は、近年はおおよそ100件前後で推移し

ており、多い年で100件を上回る申立てがある状況である。しかし、申立てが多いか少ないかにかか

わらず、認容数には差が見られない。概ね20件以下であり、少ない年では、一桁である。却下数も少

なく、認容数と同じ傾向にあるが、却下数の方は、1950年から1955年にかけては20件台から30件台あ

ったが、全体的には年度ごとの変化がほとんどない。結局多くが取下げで終わっている。

一方、1974年から2003年までの間に児童相談所長が行った親権喪失宣告の請求は61件で、そのうち

承認は23件である（巻末資料8（4））児童相談所における親権・後見人関係請求・承認件数）。承認以

外の終局区分は統計表からは不明であるが却下のほか取下げが考えられる。上記民法834条に基づく

親権喪失宣告の請求事件と同様、児童相談所長による親権喪失請求の場合にも申立が取下げられた事

例が多いと考えられる。これは、親権喪失請求が申立てられたことにより、親権者が親権を剥奪され

ることになるよりは児童相談所の指導にしたがった方がいいと考えたり、家庭裁判所が間に入ったこ

とにより親権者の態度が変わったということが推測できる。依然として親権喪失請求が少ないことに

ついて、津崎哲郎【文献18】は、その理由として実務的には次のような課題があるという（ここで津

崎が取り上げている親権喪失請求は834条によるものではなくて、児童福祉法33条の6の児童相談所長

からの請求であると考えられる）。すなわち、

・事実関係の成立が微妙であり、難しい展開が予想される

・親権喪失の有無にかかわらず、親が攻撃を加えたとき、児童の生活を守り切れない

・戸籍に記載されるので長期的に見れば子のハンディになることも考えられる

・親権喪失後の後見人の選任が困難である（一私人でないといけないため親から私的に攻撃を受ける

可能性もある）

・親から切り離された子の代替養育者の確保をどうするのか

・各児童相談所では前例がなく先の見通しがもてない。

（【文献18】146－147頁）

児童虐待事件で834条に基づく親権喪失を請求するには、その要件（親権濫用と著しい不行跡）に

該当する事実が存在するのかという834条の要件事実の存否にかかわる問題以外のところで乗り越え
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なくてはならない障害が存在する。1つ目は834条が掲げる親権喪失請求の請求権者の問題である。

834条は「子の親族又は検察官」を請求権者としている。このうち検察官による親権喪失請求は知ら

れている限りでは1件だけである（磯谷・1997）。したがって、検察官による請求は現実にはほとんど

存在しないといってよい。そうすると、子の親族が請求権者になるが、虐待事例では親族が親から逆

恨みされることを恐れてかかわり合いになるのを避けたり、そもそも虐待する親が親族のなかでも孤

立していて交流がないために親権喪失請求権者になってくれる親族がいないということも少なくな

い。そのためにこそ、児童福祉法33条の6の児童相談所長による親権喪失請求制度が存在するが、上

述のように児童相談所長からの親権喪失請求は少ない。今期の審判例のうち2件は児童相談所長から

の親権喪失請求事例である。

親権喪失請求事件でもう1つ問題になるのは、親権喪失という結論が出るまでの間、親権をもって

いるのは、その親権の喪失請求をされている親権者だということである。親権喪失請求の手続きは、

家事審判法と家事審判規則に定められている。それによると、親権喪失の審判が下されるまでの措置

も規定されている。すなわち、親権喪失宣告は、家事審判法9条1項甲類12号により家庭裁判所の審判

事項とされている。そして、この審判の申立てがあった場合に、家庭裁判所は「仮差押え、仮処分、

財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる」とされている（家事審判法15条

の3第1項）。この審判は疎明に基づき、さらに、家事審判規則74条が親権喪失の申立があった場合の

親権者本人の職務執行停止と親権代行者の選任を定めている（同条第1項「親権又は管理権の喪失の

申立てがあった場合において、子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした

者の申立てにより、親権又は管理権の喪失の宣告の申立てについての審判の効力が生ずるまでの間、

本人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる」）。今期は、親権喪失関連

の公表判例4件中で、上記の審判前の保全処分としての親権者の職務執行停止と親権代行者選任申立

て事件が3件を占める。

②　民法766条関係事件

原審（1審）と抗告審とが今期と次期にまたがる事件で民法766条の類推適用が問題になった事例が

存在する。今期に下されたのは原審の山形家庭裁判所の審判である。ここでは、この審判例の紹介に

とどめる。なぜなら、本件をきっかけにして学説が民法766条に基づく第三者の監護者指定問題を活

発に論じるようになり、そこには親権の制限問題も含まれるが、その議論が活発化し、本件の抗告審

の決定が仙台高等裁判所で下されたのも次期になるからである。そこで、この問題をめぐる詳しい紹

介は次期に行うことにする。

③　戸籍法による氏の変更および名の変更

児童虐待に民法的介入が行われるときは、子の福祉を擁護するために何らかの形で親権を制限する

形をとることがほとんどである。しかし、児童虐待事例では危機介入のときだけに法的介入が行われ

ればよいというわけではない。必要があればアフターケアの場面でも法的対応が求められる場合があ

る。今期に公表された戸籍法107条による氏の変更、同法107条の2による名の変更事件【判例8】はそ

の一例である。
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【参考文献】

磯谷文明「検察官による親権喪失宣告申立」『CAPニューズ』22号（1997年）5頁

（鈴木博人）

（３）刑事法

①　虐待の視点の導入

1990年代、児童虐待が社会問題化することによって、刑事裁判例にも変化がみられるようになった。

最大の変化は、判決中「虐待」という言葉が用いられるようになったことである。公刊物に掲載され

た裁判例の中で、被告人の行為が「虐待」にあたると初めて判断したのは、養父が養女（6歳）に対

し、折檻のためシャワーで熱湯を浴びせて熱傷等の傷害を負わせ、ショック死させた事例（東京地八

王子支判平成8年3月8日、判時1588号154頁）【判例9】であると思われる。本判決中被告人の日常的な

暴行に対し「このような暴行が教育やしつけの範ちゅうに入るとは思え」ないとし、本件犯行につい

ては、「子供である被害者の人権を全く無視した暴挙であって、もはや虐待というほかない」と断じ

ている。被告人の行為が虐待にあたることから刑事責任が重いと判断されたというよりも、被告人が

虐待を行っていたことにより、被告人の子どもに対する保護能力に疑問があることから、その刑事責

任は重いと判断されている。しかし、後に被告人の行為が虐待にあたることのみをもって、量刑上厳

しい判断がなされるようになる。それが、養父が男児（5歳）を虐待して死亡させた傷害致死の事例

（水戸地土浦支判平成12年2月18日、判タ1072号263頁）と母親、養父及び母親の友人が女児（6歳）を

虐待して死亡させた傷害致死の事例（水戸地判平成12年3月23日、判タ1072号257頁）である。どちら

も、児童虐待の社会問題化や児童虐待事件が社会に大きな衝撃を与えていること等から、同種犯行を

抑止するという一般予防の観点から厳しい態度をとっている。これらは、明らかに犯行が児童虐待に

あたることによって、量刑上厳しい判断がなされている。また、これら2判例とも、具体的な犯行態

様は異なるが、同じ傷害致死の事案であり、量刑も懲役6年（水戸地判平成12年3月23日の事案は主た

る犯行者である母親とその友人の2人に懲役6年、養父に懲役4年6月が言い渡されている）と同じ刑期

が言い渡されている点で注目に値する。

②　不作為による幇助

母親がその内縁の夫による自分の子（3歳男児）に対する折檻を放置して、内縁の夫による傷害致

死を容易にさせたとして、不作為による傷害致死の幇助犯の成否が争われた事案（一審釧路地判平静

11年2月12日、判時1675号148頁、控訴審札幌高判平静12年3月16日、1711号170頁）【判例10】につき、

札幌高等裁判所は、不作為による幇助犯の成立要件一般について「正犯者の犯罪を防止しなければな

らない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに、そ

のことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合」

という基準を提示し、傷害致死の幇助犯の成立を認めている。本事案は、被告人も内縁の夫から暴力

を受けており、内縁の夫のもとから逃れられず、また、子どもに対する暴行を阻止すれば自分が暴行

を受ける恐怖心があったと、弁護人は主張したが、高裁は、いずれの主張も退けている。これにより、
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子どもに対する暴行を制止して子どもを保護すべき立場にある親権者あるいは保護者の刑事責任も問

われる可能性が明確化された。

③　児童の証言

児童の証言についての裁判例は、第2期中2例がある。これらはいずれも児童虐待事案であり、1つ

は虐待を受けた児童本人の供述についてであり（神戸地姫路支判平成8年10月22日、判時1605号161頁

【判例11】）、もう1例は虐待を受けて死亡した児童の兄妹による証言について判断したものである（東

京高判平成10年7月16日、判時1679号167頁）。どちらも従来の判例の判断基準を踏襲しながら、詳細

に供述が行われた状況や供述内容等を詳細に検討した上、児童の証言の信用性を認めている。

（初川愛美）

４　法学研究の動向

（１）児童福祉法分野

第2期に入り、児童虐待に関する児童福祉法分野の研究も本格化する。第1期においては、施設入所

児童の親権に関する研究が目を惹いたが、第2期に入ると児童虐待への介入――とくに初期介入――

に関する研究が増えてくる。

この時期は、児童虐待に関する社会的関心がまだ高くなかったため、児童虐待に関する啓発から発

見、通告、初期介入がまず必要とされ、介入後のケアにまで言及するものはさほど多くはない。

①　民間団体、弁護士会の取り組み

第2期には、各地で児童虐待防止の民間団体が設立され、啓発や電話相談活動に取り組むとともに、

専門家への援助やネットワーク会議をはじめとする連携が開始された。とくに法的支援のための取り

組みがなされ始めたことが注目される。

各地の弁護士会は、児童相談所に対する批判に止まることなく、児童相談所への支援も行い始め、

福祉と司法の連携が本格化した。これら取り組みの成果は、日本弁護士連合会子どもの権利委員会

（初版・1998【文献37】）や弁護実務研究会（1997【文献19】）として結実し、児童相談所の実務や家

庭裁判所での対応に大きな影響を与えた。さらに、こうした活動は、その後、児童相談所と弁護士会

の連携につながることになった。また、近畿弁護士連合会少年問題対策委員会（1991【文献1】）にみ

られるように、弁護士会が積極的に法的対応に関する啓発につとめ、児童相談所の実状を明らかにす

ることで、児童福祉司個人の資質にとどまらない、児童福祉制度全体の見直しにつながることになっ

た。

この時期、児童福祉法の改正が1997年に行われたが、これに向けて日本弁護士連合会は、「児童福

祉法改正に関する意見書」を公表し、とくに児童虐待については、「虐待禁止」規定の新設、通報要

件の緩和、カウンセリング受講命令制度、親権の一部・一時停止制度を提案している。これらの提案

は、その後成立した児童虐待防止法でその一部が実現した。

②　日本子どもの虐待防止研究会の設立

こうしたなかで、1996年に日本子どもの虐待防止研究会（JaSPCAN 2004年からは日本子ども虐
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待防止学会）が設立された。同研究会では、毎年学術集会を開催し、基調講演、指定講演、一般演題

の他、分科会が行われている。これら講演、報告等において、法制度に関するテーマは毎回取り上げ

られ、同研究会の重要な柱となっている。

実質的に第1回の学術集会となった「ISPCAN国際セミナー　第4分科会」（1994年）は、「児童虐待

と法」とのテーマで、Patricia Toth（国立児童虐待特別検察センター所長、ISPCAN役員、アメリ

カ）を迎え、児童相談所、検察庁、家庭裁判所それぞれの立場から、各機関における取り扱いの現状

や役割などが議論された。司法に関連する諸機関が児童虐待の問題につき意見交換するのは初めての

試みであり、とくに介入のあり方につき、アメリカの実務との比較から得られた示唆は有益であった。

第2回学術集会は大阪で、「全国に広げよう！　子ども虐待防止ネットワーク～子どもそして親・と

もに援助の手を～」をテーマとして1996年に開催された。法制度に関連するものとしては、教育講演

「児童虐待に関するわが国の制度」（柏女霊峰）が、児童虐待の定義の明確化および周知の必要、子育

て支援施策の充実、法的介入条件の明確化、家庭裁判所の児童相談所に対する調査・指導命令、報告

制度の導入、援助プログラムの開発、司法によるケア命令制度について報告した。また、一般演題と

しては、岩佐嘉彦弁護士が「法的介入と弁護士の役割――今なぜ「弁護士」なのか？――」とのテー

マで、弁護士による児童相談所業務サポートの有用性、法的介入前の児童相談所への法的アドバイス、

「強い親権」への誤解を解く役割、最終的には司法による解決が控えていることの安心感を与えるこ

となどを弁護士の役割としてあげる一方で、虐待問題に取り組む弁護士の少なさ、家庭裁判所の福祉

的機能、後見的役割の不十分さ、虐待問題に関する実務慣行の確立の必要性等を指摘した。同じく一

般演題として、「法的介入における家庭裁判所との連携」とのテーマで橋本和明調査官が虐待に関す

る法制度（児童福祉法28条審判にもとづく施設入所措置、親権喪失制度等）の課題をとりあげ、虐待

事件の調査における問題点を指摘したうえで、家庭裁判所と関係機関との連携を進める上で、なお関

係機関の役割や機能について十分な認識がもたれていないこと、開示に関係する情報提供の方法、親

子分離後の家裁と関係機関との連携（たとえば、親の状況改善の場合の親権喪失宣告の取り消しや措

置解除の許可制度などの）課題が論じられた。その他、事例研究会として「法的介入による援助」が

もたれ、法的介入の利点と課題、現行法制度の運用方法など、実践的ノウハウの検討を目的に、児童

相談所がかかわった身体的虐待事例および弁護士が関与した身体的虐待事例をもとに、申立人となる

者、身柄確保の方法、審判手続き、審判後の関与のあり方などについて、ケースに即して具体的かつ

分野横断的に検討された。

まだ法的介入の経験が乏しかった時期であり、弁護士の果たすべき役割、司法機関との連携のメリ

ットや具体的な方法の提示など、とくに虐待問題に先進的に取り組んでいる関西地区の関係機関から

の報告がなされたことで、法的介入の必要性、有用性を関係者が認識した意義は大きい。

1997年の第3回学術集会（横浜大会）のテーマは、「援助の実際的方法を考える」であり、シンポジ

ウム「子どものいのちと家族を守る―援助の実際的方法をさぐる」が開催された。その中で、弁護士

の平湯真人は「公権力介入型の援助―そのあり方と制約原理について―」と題して報告し、公権力に

よる介入の制約原理として、親にも子どもにも共通の権利――子どもが家庭で育つ権利、親が家庭で
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生活する権利、親子分離の場合の家庭に回復できる権利――をあげ、一時保護の場合の介入の制約、

28条審判における介入の制約について述べた上で、これら制約原理が社会的に受け入れられるために

は、親の意識を支える社会的認識の変化、新たな社会的合意形成が必要であることを強調した。

事例研究会としては、「法的介入による援助」がもたれ、児童福祉法28条審判とそれを本案とする

仮処分が認められた事例、児童福祉法29条の立ち入り調査で一時保護し、28条審判で施設入所した事

例等が紹介され、さまざまな立場から意見交換がなされた。これらは、いずれも初期介入に関する事

例であり、当時の関心が主に初期介入に向けられていたことをうかがわせるとともに、当時まだ児童

虐待ケースに習熟していなかった家庭裁判所への対応方法が模索された時期でもあった。

特筆すべきは、この大会で、積極的に立法提案がなされ、検討されたことである。領域研究会「弁

護士・家庭裁判所―児童虐待防止法を展望して―」では、1997年の児童福祉法改正に向けたJaSPCAN

の提言についての報告がなされ、とくに裁判所による「ケア受講命令」制度の必要性、アメリカ法の

状況、その実現の可能性と前提条件等について検討された。この時期すでに親子再統合を視野に入れ

た親指導のあり方、これを可能にするための裁判所の命令制度について、すでに現場サイドからその

必要性が指摘されていたことは興味深い。こうした検討が、2004年の児童虐待防止法の改正、特別家

事審判規則の改正（28条審判に関する保全処分制度の実現）の議論につながっていくことになる。

1998年の第4回学術集会（和歌山大会）は、「地域システムの確立をめざして」をテーマに和歌山で

開催された。一般演題として宮本信也、石橋直子「子どもへの虐待への対応に関する研究――警察と

の連携のあり方に関する検討――」が報告され、JaSPCANの会員を対象に、虐待事例に関わった経

験、警察への通報、警察による対応の状況調査について分析がなされ、警察との連携は、ある程度の

成果が得られる可能性のあることを示していると結論付けた。この報告は、次の栃木大会における警

察との連携分科会につながることになった。事例研究企画としては、「法的介入による援助」におい

て、ネグレクトケースや心理的虐待ケースなど、家庭裁判所の承認を得るのが難しいと思われるケー

スをとりあげ、家庭裁判所への働きかけなどにつき、報告、意見交換が行われた。意見として、児童

相談所は申し立てをもって事件を終結とすべきではないこと、申し立てを取り下げたときには、家庭

裁判所を含めたアフターケアが必要であることなどが述べられた。28条申立が本格化するなかで、こ

れまであまり取り上げられることになかったネグレクトや心理的虐待についてまで、家庭裁判所への

申立を行う必要が出てきたことをうかがわせる。領域研究では、「親子分離の法制度――手続法的観

点から――」のテーマで、一時保護や28条審判など、強制的親子分離に伴う法的問題を検討するとと

もに、親権に対する配慮――親権者に対する説明や不服申立の告知――について意見交換がなされた。

一時保護については有形力行使の可否や児童の意思の評価、立入調査については所有者の意向に反し

ての調査の可否、警察連携のあり方、子の監護処分制度利用の可能性等、具体的な場面で生じる法的

問題が議論された。これらの問題は、その後の児童虐待防止法の制定・改正過程でも議論された論点

であり、いまだに立法的解決がなされていない困難な問題である。

1999年の第5回学術集会 栃木大会は、「ここから始まる新たな試み」をテーマに開催された。特別

講演では、弁護士の峯本耕治が「子どもの権利条約から見た日本と世界の現状」と題して、実現され
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るべき最優先価値は「子どもの最善の利益」であること、この理念の実現には子ども・親・関係機関

のパートナーシップが不可欠であること、子どもの意見表明権を実現するためのシステムの確立、子

どもの権利状況をチェックするための監視機関の設置等が提唱された。重点研究プログラムでは、

「子ども虐待の対応における警察との連携を考える」として、児童相談所による立入調査での警察と

の連携、警察の児童虐待への取り組み方針、連携に必要な前提、連携の方法など、児童虐待問題にお

ける警察との連携のあり方について、同研究会ではじめて本格的に議論された。シンポジストとして、

前児童福祉司、警察庁生活安全局少年課、栃木県警本部、刑事法学者が参加し、その後の警察との連

携を考える第一歩となった。

教育プログラムでは、「法的介入の方法と実際例」とのテーマで、児童福祉法28条による施設入所

承認及び保全処分を参考事例とし、法的介入の実際が検討された。この時点ではまだ28条申し立ての

経験が乏しい児童相談所が少なくないことをかんがみて、実務担当者が直面する困難や対処方法につ

いての意見交換がなされた。具体的な論点としては、28条審判の判断基準、強引な引取りに対する対

処方法、28条保全処分の意義、家庭裁判所の手続きにおける児童相談所、弁護士の役割、子ども・親

のケアへの配慮等があげられている。特別企画プログラムでは、「児童相談所を中心とする救済制度

の課題と方向性」が議論され、児童虐待対応の実情と問題点が指摘されたのち、制度上の課題として

司法制度を確立し児童相談所の強権機能と援助機能の分離を図ること、虐待行為の禁止規定を設ける

こと、親子分離後のケア体制の整備、権利擁護システムの整備などが提案されている。また児童福祉

制度の議論において、かならずしも子どもの権利保障の視点が十分でなく、子ども自身の申し立て権

や一時保護における子どもへの説明などの問題点が指摘された。テーマ研究では、「少年犯罪・非行

の背景としての子ども虐待」が取り上げられ、非行少年の被害と加害の実情について、自立援助ホー

ムや保護観察所の職員等の報告を踏まえて、これまで虐待と非行と別々に考えられてきたことがらを、

対人関係における暴力という枠組みで再考することにより、新たな視点を開く試みがなされた。その

後、少年院、児童自立支援施設、弁護士会から非行と虐待の関係について調査報告がなされるが、そ

れに先立って現場サイドですでにその関係について経験に基づく明確な指摘がなされていたことは興

味深い。

同研究会は、1999年に機関誌『子どもの虐待とネグレクト』を発刊している。同誌において、法律

関係の論文が数多く掲載され、学際的研究の一翼を担っている。

第2期における、法律関係の主な掲載論文は以下の通りである。

子どもの虐待とネグレクト　1巻1号（1999年11月）

・川�二三彦「児童福祉法に基づく立ち入り調査を実施した事例の考察」

・宮本信也他「我が国における虐待事例の警察への通報状況」

・池田由子「『我が国における虐待事例の警察への通報状況』へのコメント」

子どもの虐待とネグレクト　2巻1号（2000年6月）

『特集　第5回学術集会（栃木大会）』

・峯本耕治「子どもの権利条約から見た日本と世界の現状」
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・吉田恒雄「子ども虐待の対応における警察との連携を考える」

・石田文三「法的介入の方法と実際例」

・小笠原彩子「児童相談所を中心とする救済制度の課題と方向性」

・藤岡淳子「少年非行の背景としての子ども虐待」

子どもの虐待とネグレクト　2巻2号（2000年12月）

『特集　児童虐待防止法をめぐって』

・林陽子「児童虐待防止法を検証する」

・坂井聖二「『児童虐待の防止等に関する法律』は医療現場にどのような影響を及ぼすか？」

③　家庭裁判所の取り組み

この時期から、児童虐待に対する社会的関心の高まりを受けた児童相談所は、従来の対応方針に加

えて、積極的に司法判断を求めるようになってきた。こうして、家庭裁判所における児童福祉法28条

事件が急増し始めた。

従来、とくに児童福祉法28条事件の申立件数自体が少なかったこともあり、児童虐待問題に対して、

家庭裁判所は大きな関心を有しているとはいえなかったが、裁判所はこうした事態に対応するため、

ようやく児童虐待への取り組みを始めた。

当初は、家庭裁判所における児童虐待事件の研究が行われた。釜井（1998【文献8】）は、未公表の

審判例を含めて児童福祉法28条事件を総合的に分析し、同事件に関する法的論点についても検討する

など、家庭裁判所裁判官による初めての本格的分析・研究である。家庭裁判所調査官からも橋本

（1996【文献12】）や中村他（1999【文献11】）が発表されるなど、調査方法や児童相談所等との連携

のあり方について研究が進められた。

この時期には「全国裁判官懇話会（第16回）」において児童虐待問題が取り上げられ（第16回全国

裁判官懇話会報告Ⅳ〔分科会報告〕・1998）、児童虐待事件における親権喪失の問題、児童福祉法28

条事件に関連して、証拠の開示措置決定後の諸問題など、法的な課題について議論が展開されるなど、

家庭裁判所関係者に児童虐待に対する関心が芽生えてきたことをうかがわせる。家裁月報に児童相談

所の取組の実態が紹介されるなど（最高裁判所事務総局家庭局・1999）、少しずつ児童虐待に取り組

む姿勢に変化が見られ始めた。しかし、最高裁判所が家庭裁判所における児童虐待事件に関する統計

を取り始めたのは2000年11月以降のことであり、この時期ではまだ全国的に見て本格的な対応に至っ

ていたとはいえない。

④　児童の権利条約との関係

1994年に批准された児童の権利条約からの児童虐待問題へのアプローチも重要である。弁護士会と

しては、1991年に近畿弁護士連合会少年問題対策委員会が「子どもの権利条約と児童虐待」をテーマ

にシンポジウムを開催し、同条約から見た法制度上の課題を検討するとともに法制度の改革を提言し

ている（近畿弁護士連合会少年問題対策委員会・1991【文献1】）。また、弁護士からもいくつかの論

考が発表されるなど（泉・1991【文献2】、岩佐・1996、1997、小笠原・1996）、弁護士会によって児

童の権利条約における児童虐待の問題の意味が積極的に検討されている。
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この問題に大きく貢献したのは、児童福祉の問題を児童の権利の視点から再構成しようと試みた許

斐有の業績である。許斐（1994）や許斐（1996【文献7】）では、虐待問題を手がかりに児童の権利か

ら見た親権法制のあり方を検討している。

こうした児童の権利条約の批准を受けて、国際法的な観点から、児童虐待問題を検討する研究が著

された。石川・森田（1995【文献6】）及び波多野（1994）では、同条約における児童虐待関連の条項

の立法の経緯を踏まえた現在的意義と課題が示されている。

これらの研究は、条約批准後の日本国政府から国連児童の権利委員会への報告や同委員会からの勧

告等につながるものであり、児童虐待問題に新たな視点をもたらしたものとしてその果たした意義は

大きい。
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石川稔・森田明編『児童の権利条約』（一粒社、1995年）【文献6】

岩佐嘉彦「児童虐待と子どもの権利と専門機関」『賃金と社会保障』1190号（1996年）28頁

岩佐嘉彦「子どもの権利と親権――児童虐待問題における大阪の弁護士の活動の実状」『リーガル・エイド研究』2号

（1997年）57頁

泉薫「児童虐待と親権」（特集　子どもの権利条約）『自由と正義』42巻2号（1991年）22頁【文献2】

釜井裕子「児童福祉法28条1項1号の家庭裁判所の承認について」『家庭裁判月報』50巻4号（1998年）1－84頁【文献8】

近畿弁護士連合会少年問題対策委員会編『子どもの権利条約と児童虐待（第20回近畿弁護士会連合会大会シンポジウ

ム第4分科会資料）』（近畿弁護士会連合会少年問題対策委員会、1991年）【文献1】

許斐有「家庭における子どもの権利――親権法制における子どもの権利とは――児童虐待問題を手がかりとして――」

『法学セミナー』476号（1994年）36頁

許斐有『子どもの権利と児童福祉法』（信山社、1996年）【文献7】

中村昭代他「児童虐待に関する家事事件の調査及び関係機関との連携について」『家庭裁判月報』51巻6号（1999年）

95－143頁【文献11】

日本弁護士連合会子どもの権利委員会編『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル』（初版）（明石書店、1998年）

【文献37】

小笠原彩子「子どもの権利条約から見た学校・社会――1――虐待された子どもの傷」『高校のひろば』21号（1996年）

78頁

最高裁判所事務総局家庭局監修「（資料）児童虐待に対する児童相談所の取組の実態」『家庭裁判月報』51巻8号

（1999年）119頁以下

（２）民法分野

民法領域での児童虐待をめぐる議論は、親権喪失宣告をめぐる議論として行われる。この問題につ

いての論考は文献リストからもわかるように、それほど多くはない。さらに、これら論考は、実務家
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サイドからの問題提起や実状分析という性格をもったものが多く、伝統的な民法学からの議論は第1

期から引き続き少ない。そのような中で、吉田【文献9】は、民法に限定された文献ではないが、

2000年秋に行われた日本家族＜社会と法＞学会での「児童虐待の法的対応」シンポジウム（次期で詳

しく扱う）のきっかけのひとつとなった。

実務サイドからの事例報告や提言としては、【文献19】、【文献5】所収の木下淳博（1994）、【文献16】

の論考が存在する。

巻末統計からわかるように、親権喪失宣告が請求される事例は極端に少ない。親権喪失宣告が請求

されるのは他の手段を講じても効果がない最後の手段だからである。この点については、津崎【文献

3】【文献18】、橋本【文献12】、許斐＝白石【文献16】等が指摘する。すなわち、津崎【文献3】は、

「児童虐待への援助」として児童相談所がなお制度が不備な中で行う援助として、∏在宅指導、π緊

急一時保護、∫保護者の同意による施設入所、ª家庭裁判所申立て（児童福祉法28条）による施設入

所、º親権喪失申立てを順番にあげている（同じことは許斐＝白石【文献16】でも示されている）。

しかし、親権喪失宣告制度の児童虐待事例での機能については、論者の間に微妙なニュアンスの差が

ある。ひとつはここであげたように、児童虐待への援助という視点から親権喪失申立てを位置づける

ものである。これに対して、やや別の視点からは、最後の手段としての親権喪失制度は、親失格の烙

印を押して、親のもとでの養育の可能性はほぼ消滅させ、親以外の者のもとで子を養育する道を開く

ことにはなるが、親のもとでの子の福祉を促進する可能性をほぼ消し去ってしまう、子の福祉を促進

するための制度としては限界がある制度だとする。比喩的にいうならば、援助が尽きたところに登場

するのが親権喪失制度だとするものといえよう。前者の立場からは、親権喪失の請求権者の拡大（児

童の監護に携わっている施設長や里親や児童本人に）が求められたり、請求権者である検察官が現実

には機能を果たしていないという批判が出される。両者のニュアンスの相違は、児童に対する中長期

的な処遇の中に親権喪失制度を位置づけようとするのか、親権喪失は児童福祉法に基づいて保護され

ている児童を親権者が強引に引き取ろうとする場合に有用であるにすぎないという程度に位置づけよ

うとするのかに帰着する。前者の視点からすると、親権喪失請求をすると膠着していた事例が動き出

し、その結果親権喪失請求の取下げに帰着することもありうるが、それは親権者が児童相談所の指導

や話し合いに応じるようになる結果であり、悪いことではないという評価につながるが、後者の視点

からすると、そもそも取下げが多いこと自体、親権喪失請求による必要性が低いという評価につなが

る。鈴木（1998）は吉田【文献9】の中で日本の親権喪失制度には失権宣告の取消しが可能（民法836

条）なので、この制度を活用すべきだとする。しかし、橋本【文献12】は、「一度宣告された親権喪

失はそんなに簡単に取り消されるもの」かを論じる。

また、辻【文献14】は、親権喪失制度は、それ自体としては子の福祉を促進する制度ではなく、親

権者の責に帰すべき事由に基づく親権の義務不履行により子の福祉が著しく害される場合に用いられ

る制度であるという立場から、親権喪失の判断基準として、親権者の責に帰すべき事由に基づかない

場合に親権を剥奪しても、子の将来にわたる福祉にとって実質的意義はないとする。これに対して、

鈴木（1998）は、ドイツ法との比較を踏まえながら、子の福祉の侵害の有無が判断基準とされるべき
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であり、子の福祉の危険が親の責に帰すべき事由によりもたらされたか否かを判断基準とすべきでは

ないと主張する。なお、鈴木（1998）は、親権の積極的濫用・消極的濫用という用語について、保護

者・親権者の責任の軽重や子の成長発達に与える悪影響の程度についての評価を含んでいると捉えか

ねない「積極的」「消極的」という言い方はやめなくてはならないと指摘する。虐待は、身体的虐

待・ネグレクト・心理的虐待・性的虐待等の具体的類型によって呼ばれなくてはならないというので

ある。

判例の分析からも明らかになることだが、親権喪失請求に伴い今期は、親権喪失を本案とする職務

執行停止及び職務代行者選任の審判前の保全処分の利用が指摘されるに至った（橋本【文献12】）。

児童虐待に関する法制度全般を扱うなかで民法上の制度にも言及しているものとしては、吉田【文

献15】【文献17】吉田（1994）がある。

今期の外国法研究としては、イギリス法について許【文献4】が、ドイツ法については鈴木（1998）

が存在する。

【参考文献】

木下淳博「児童の保護と親権」斎藤学編『児童虐待（危機介入編）』（金剛出版、1994年）【文献5】の第7章

鈴木博人「虐待する親の親権喪失」吉田恒雄編『児童虐待への介入』（尚学社、1998年）【文献9】の第4章

吉田恒雄「児童虐待に関する法制度」斎藤学編『児童虐待（危機介入編）』（金剛出版、1994年）【文献5】の第8章

（鈴木博人）

（３）刑事法分野

1990年代に入り、児童虐待が社会問題化すると、児童虐待事件が新聞等のマスメディアで大きく取

り上げられるようになった。これを契機として新聞報道された児童虐待事件の分析が増加することに

なる（たとえば、子ども虐待防止ネットワークあいち・1998）。また、刑事法の分野においても、児

童虐待の法規制を含めた対策論が検討されるようになる。

①　学会の動向

刑法学会の動向としては、刑法学会第68回大会（1990年6月）のワークショップ「性と刑法（オー

ガナイザー：萩原玉味）」において「児童の性的虐待と刑法的保護（報告者：安部哲夫）」が取り上げ

らたが、ここにおいては、家庭内における性的虐待だけでなく、広く第三者からの虐待、社会内にお

ける虐待、児童ポルノ等が取り上げられた。そして、刑法学会第77回大会（1999年5月）のワークシ

ョップでも「児童虐待と刑事規制（オーガナイザー：安部哲夫）」と題し、初めて刑法学会で児童虐

待がメインテーマとして取り上げられた。ここでは、児童虐待の実態、犯罪学からの問題性、実務の

法的対応が報告され、最後に刑事規制の論点が提供された（報告者：安部哲夫）。刑事規制について

は、「幼年者に対する姦淫および強制わいせつ」の罪の新設、性的虐待を児童福祉法34条1項において

犯罪化すること、虐待傷害罪（同致死罪）などの新設、刑事罰も含めた「専門家の義務的通告制度」

の導入等が挙げられた。

これら刑法学会での児童虐待の問題化の間に、明治学院大学立法研究会シンポジウムでも「児童虐
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待―わが国における現状と課題」（1997年6月）が行われ、ここでも法規制を含めた児童虐待対策が議

論されている（明治学院大学法学部立法研究会・1999【文献24】）。

また、犯罪学会では、第29回日本犯罪学会（1992年11月）の一般発表で「実子殺害女性における神

経内分泌学的検討―産褥精神病との関連を中心として（吉田秀夫、岡崎祐士、松本純隆）」、第30回日

本犯罪学会（1993年11月）の一般発表で「親族の殺人（滝澤久夫）」、第35回日本犯罪学会（1998年11

月）の一般発表で「秋田県における嬰児殺疑い解剖例の検討（吉岡尚文、二部恒美）」及び「児童虐

待のいろいろ（藤倉隆、滝澤久夫）」が報告されている。

②　法規制の主張

前記のような学会動向の中、児童虐待の対策として、法規制の主張が多くなされるようになる。そ

の主張の主なものは、①通告義務の罰則化、②児童虐待罪の創設、③性的虐待罪の創設である。

まず、通告義務の罰則化については、アメリカ等の通告制度を前提として、関係諸機関の職員に対

し、罰則付きの通告義務の立法化を求める意見が出ている。その場合には、併せて、誤報者の刑事上

及び民事上の免責規定も合わせて設けられる必要があるとされている（たとえば、安部・2000）。

児童虐待の刑事規制については、第1期においても、最後の手段として検討すべきという主張は存

在した（中谷・1984）が、今期に入ると、一歩進んで刑事規制の内容まで提案されるようになった。

特に性的虐待に関しては、青少年保護育成条例や「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児

童の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）」（以下、児童買春・ポルノ処罰法とする。）の制定

に伴い、児童の性的保護という観点が浮上してきたことに伴うものとも考えられる。また、ドイツ刑

法の規定する「性的虐待罪」（174条）及び刑法改正草案の「被保護者の姦淫罪」（301条）の規定に倣

ったものが主張されている（林・1992【文献25】）。

また、この他に再犯防止策として、行刑における治療教育的処遇、犯罪者予防更生法による遵守事

項や指導監督、執行猶予者保護観察法の指導監督など保護観察制度を最大限に活用すること等が主張

されている（野田・1992）。

③　警察活動

児童虐待問題の関係機関の1つである警察の活動に対しても注目が集まるようになる。警察自体も

児童虐待事件が顕在化したことによって、これへの対応を自ら行うようになる。まず第1に取り組ま

れたのが、統計であり、統計によって、警察の児童虐待への対応の現状を明らかにしようとしている。

1994年から「児童虐待に関する少年相談の受理状況」についての統計を取り始め、1999年から「児童

虐待の罪種別、態様別検挙状況」についての統計を公表している。

また、「児童の権利条約」の批准（1994年）、「子どもの商業的搾取に反対する世界会議」（1996年）

において日本人による東南アジアでの児童買春や日本国内で大量に製造される「児童ポルノ」に対し

て世界中の非難が集中したことによって、児童買春・ポルノ処罰法が成立、施行されるに至った

（1999年）。かつ、男女共同参画審議会による女性に対する暴力根絶に向けた基本的方策「女性に対す

る暴力のない社会を目指して」が策定された（1999年）ことによって、警察にも女性および児童の保

護に関する活動が求められるようになった。そこで、1999年12月16日に「児童虐待に対する取組みの
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強化」（警察庁丙少発第26号等）、「女性・子どもを守る施策実施要綱」（警察庁乙生発第16号等）が発

され、特に児童虐待に対しては、各都道府県警察において取り組みの強化及び関係機関との連携強化、

被害少年の保護の強化等を行うが定められた（後藤・2000年）。このように、警察による児童虐待の

取り組みは、被虐待児の保護という観点から発展し、家庭への介入の積極化へと繋がっていくことに

なる。なお、日本子どもの虐待防止研究会第5回大会（1999年）においても、分科会で「子ども虐待

の対応における警察との連携を考える」（企画：吉田恒雄、報告：田中島晁子、池田泰昭、大島宏一）

というテーマが取り上げられている（吉田・2000）。

④　少年非行との関連

児童虐待が非行原因ではないかとする文献は、第2期においてもみられる。この時期で最も注目さ

れている論文は、小林寿一のもの（小林・1996【文献20】）である。この論文は、アメリカ合衆国に

おける児童虐待と少年非行との関連性についての研究を紹介したものであったが、これまでの調査研

究は少数であったのに対し、本研究は大規模に行われたものであり、後の研究にも大きな影響を与え

るものとなった。

また、1997年に起こった神戸児童連続殺傷事件における加害少年の家庭にも虐待に近い問題があっ

たとする論文も発表されている（たとえば、斉藤・1999）。

⑤　被害者学の動向

被害者学会では、被害者学会第3回学術大会（1992年6月）の個別発表において「親による性的虐待

の被害（林弘正）」が報告され､性的虐待の事例検討等が行われている。また、被害者学会第9回学術

大会（1998年6月）におけるシンポジウム「子供の社会化を取り巻く周辺事情の変化」の中で「家庭

内の被害（児童虐待）」が取り上げられ、パネリストとして岩井宣子が児童虐待の定義や実態を報告

し、対応策として、秘密保持義務の免責、警察、学校、福祉関係、その他関連するすべての機関の協

力を挙げている。

また、警察活動の部分でも述べたように、被害者保護として児童虐待対策が講じられるようになり、

被虐待児が被害者として取り扱われ、被害者学の対象として取り上げられるようになった。

【参考文献】

安部哲夫「児童虐待と刑事規制」『刑法雑誌』39巻3号（2000年）516－521頁

後藤啓二「女性・子どもを守る施策実施要綱の制定について」『警察学論集』53巻4号（2000年）100－117頁

萩原玉味「性と刑法」『刑法雑誌』31巻3号（1994年）380－385頁

林弘正「児童虐待、特に『親による性的虐待』に対する刑事規制について」『常葉学園富士短期大学研究紀要』2号

（1992年）67－93頁【文献25】

子どもの虐待防止ネットワーク・あいち編『見えなかった死―子ども虐待データブック』（キャプナ出版、1998年）

小林寿一「犯罪・非行の原因としての児童虐待―米国の研究結果を中心に」『犯罪と非行』109号（1996年）111－129

頁【文献20】

明治学院大学法学部立法研究会編『児童虐待―わが国における現状と課題』（信山社、1999年）【文献24】

中谷瑾子「児童虐待と刑事規制」平場安治編『団藤重光博士古稀祝賀論文集　第3巻』（有斐閣、1984年）209－251頁

野田正人「児童虐待の刑事法的対応」『花園大学研究紀要』24号（1992年）147－160頁

小木曽綾「子どもの社会化を取り巻く周辺事情の変化」『被害者学研究』9号（1999年）96－101頁
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斉藤学「被虐待児としての神戸の少年Ａと彼の連続殺人について」『家族機能研究所研究紀要』3号（1999年）41－57

頁

園田寿「児童買春・児童ポルノ処罰法の成立」宮澤浩一先生古稀祝賀論文集編集委員会編『宮澤浩一先生古稀祝賀論

文集第三巻』（成文堂、2000年）307－326頁

吉田恒雄「子ども虐待の対応における警察との連携を考える」『子どもの虐待とネグレクト』2巻1号（2000年）42－

49頁

（初川愛美）

（４）児童福祉分野

①　法的課題を担い始めた児童福祉

児童福祉の領域からみた第2期は、第1に児童虐待に対する社会的関心が飛躍的に高まり、第2に児

童福祉の領域からも独自の研究が展開され、第3に児童福祉の視座から法的な問題にも言及されるよ

うになった時期である。児童虐待防止法制定は、こうした流れの結実とみることができる。以上の3

点のような、児童福祉領域の第2期の特色には、いくつかの要因が読み取れる。

まず第1に、児童虐待に対する社会的関心の高まりは、「児童虐待」というタームを定義づけること

で世論を喚起しようとした第1期の研究者の戦略が効を奏した側面と、「児童虐待」にあたる行為が危

惧されたとおりに多かった側面の双方から説明される。第2に、児童福祉の領域からの研究が第2期に

目だって伸びたのは、日本の児童虐待対応の主役を担う児童相談所、広くとらえて児童福祉行政が、

児童虐待への関心の高まりとともに、とかく批判の矢面に立たされるようになった事情が背景にある

と考えられる。現行の児童福祉のしくみと、具体的なソーシャルワークのノウハウで児童虐待にどこ

まで対処しきれるのか。扱う虐待ケースの検討結果を共有しようという動きが生まれ、そこからの省

察から現行の法制度への提言がなされるのは、ごく自然の成り行きであった。こうして第3にあげた

ように、児童福祉の視座から法的な問題への言及も自ずと増えてきた。

②　児童福祉施設現場における対応の模索

児童福祉施設の現場でも、処遇の困難さという切実な課題から被虐待児童がクローズアップされる

ようになった。2000年に機関誌の発刊30周年を記念して開催された全国児童養護協議会のセミナーで

は「児童養護施設における被虐待児処遇の実際」がテーマとなった（全国児童養護施設協議会・2000

【文献26】）。全体の約5分の1にあたる105箇所の児童養護施設に被虐待児童のケアのために非常勤の心

理職員が配置されるようになった2000年にあってなお、セミナーのシンポジウムで掲げられたテーマ

が「児童虐待への理解」であったことは見過ごせない。すなわち、第2期までに児童虐待の社会的認

知が進んだという理解は誤りではないものの、それは、むしろ第1期の啓発策にのった表層的な理解

であって、当事者の現実に向き合うのに十分な深みのある共通理解を得ていたわけではなかったとい

うことだろう。興味深いことに、セミナーのシンポジストの1人は弁護士であった。児童虐待事例を

家族福祉の視座から扱う場合、実は、親の自己破産手続や離婚手続の相談にまで及ぶ援助が必要で、

そのために広範な職種の協働が求められる実態が自ずと示された。これまで、ケースワークや現場処

遇の質を高めることに終始していた児童福祉の領域としては、新たな展開の方向性が示されたといえ



－30－

るだろう。

③　相次ぐ児童虐待防止「手引き」の刊行

また、第2期に特色的なのは、いわゆる「手引き」が次々と刊行されたことである。代表的なもの

をたどってみても、大阪府児童虐待対策検討会議『被虐待児童の早期発見と援助のためのマニュアル

（第一次版）』（1990【文献30】）、厚生省児童家庭局企画課監修・子ども虐待防止の手引き編集委員会

編『子ども虐待対応の手引き』（日本子ども家庭総合研究所・1997【文献32】）、厚生省児童家庭局監

修『子ども虐待対応の手引き』（日本児童福祉協会・1999【文献35】）、日本子ども家庭総合研究所編

『子ども虐待対応の手引き　平成12年11月改訂版』（有斐閣・2000【文献36】）、日本子ども家庭総合研

究所編『子どもの虐待対応の手引き　平成17年3月25日改訂版』（有斐閣・2005）と連なり、ほかに東

京都が編んだ『子どもの虐待防止マニュアル―虐待への気づきと対応、援助のために―』（東京都・

1996【文献31】）など都道府県単位で編まれたものがいくつか、横浜市子育てSOS連絡会の『子ども

のSOS 養育者のSOSに応えるために　横浜市児童虐待防止ハンドブック［改訂版］』（横浜市・1997

【文献34】）などのように市で編まれたものもある。さらに東京都児童相談センター『子どもへの虐待

相談処遇マニュアル』（東京都児童相談センター・1997【文献33】）のように児童相談所に特化した本

格的な業務マニュアル、弁護士が虐待の救出活動に関わることが増えたことを受けて編まれた日本弁

護士連合会による『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル』（日本弁護士連合会子どもの権利委員

会・1998【文献37】）も作成されるようになった。

④　児童虐待防止｢手引き｣の意味と役割

これらの手引きの編集意図は、ひとえに専門職の対応能力の向上にあるとみられる。したがって、

総花的な虐待事典ではなく、児童相談所の児童福祉司を対象としたものは保護者との連絡の仕方、立

入調査に踏み切る基準、保護者の同意が得られない事例の運び方等々について詳細を極め、保育士や

教諭などの保育・教育現場の職員を対象としたものは虐待の発見と通告に重点がおかれ、さらに医療

従事者を対象と想定したものは虐待の発見と通告に関する記載に加えて一時保護をも意味する被虐待

児童の入院について述べる等、それぞれの専門職を意識した実務場面でのはたらきを解き明かしたも

のの総集編になっている。つまり、一連の手引きを専門職の立場から読み解けば、現行制度を駆使し

て虐待問題から児童を救済する術がどこかに示されているのであり、いかに手引きを繰り効果的な策

を練り、首尾よく事例を解決に導くかの努力義務が突きつけられたことになる。「手引き」は実務便

覧として役立つ福音書であるばかりでなく、専門職にとっては厳しい社会的要求を生み出したともい

えそうである。また、従来は児童養育の第一義の責任を担う存在として親との協力関係が児童福祉で

のソーシャルワークの大原則であったのが、家庭への介入的ソーシャルワークへと変容しつつあり、

その過渡期にあって混乱しつつも実務にむかう各専門職を支える規程集のような役割も、手引きは自

ずと担うことになった。各職種の実務現場で虐待に対応できる人材を求められるようになり、しかし

ながら、その要請に普く応えるほどに人材が育っていないという焦りのようなものが、各種手引きの

背後から感じられる。家族への介入的ソーシャルワークの難しさは、自ずと、解決への切り口として

の法的対応への期待を高めることになった。日本弁護士連合会のマニュアルは、こうした社会の要請
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に応えて虐待防止・救済に対応できる弁護士を育てる意図から編まれたが、家族介入の実務の詳細を

解説するとともに、法的実務活動におけるソーシャルワークの姿勢の必要性をも説いている。第2期

は、法とソーシャルワークがともに手を携えて虐待に向き合っていく方向性が定まってきた時期でも

あった。

⑤　児童福祉現場に残された課題

種々の手引きの刊行や児童虐待防止法制定は、虐待の早期発見と早期対応を目指すというコンセン

サスのうえになりたっている。こうした明確な方向性をもったことも第2期の特徴の1つである。その

一方で、発見され児童福祉行政の手にゆだねられた児童をケアする任を負った施設現場は、こうした

動きから若干の距離感を拭えない印象をのこしている。全国児童養護施設協議会会長の福島一雄は、

児童虐待防止法案の国会審議の最中に全国児童養護施設協議会が参考人として呼ばれなかったことを

象徴的出来事としてあげながら、新法に虐待された児童の対応の課題が先送りされていると批判した

（福島・2000）。法律上の課題提言にしても、児童の施設養護を考えれば、そこで問われるのは親権や

施設入所に関わることではなく、たとえば施設職員の配置基準の向上のような児童福祉サービスの枠

組を描く法に関することである（小宮・2000）。第2期には、家庭分離後の施設入所児童と家族へのケ

アの問題が、課題として残されたと指摘できる。
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（田澤薫）

（５）医療・保健・心理分野

医療・保健・心理分野からみた第2期（1990年代）の動向とは、第1に、各分野の虐待対応における

課題への研究が深まり、その研究の蓄積は、被虐待児と保護者に対する治療的援助を重視する1990年



代終盤以降の虐待対策の流れに繋がる。そして第2に、それらは第3期における児童虐待防止法の改正

および児童福祉法改正の焦点の一つである「家族再統合」（厚生労働省・2003）に向けて、被虐待児

と保護者への援助には何が必要かという議論の礎を作った時期と言える。その流れを具体的に以下に

見てみよう。

①　早期発見・早期対応に関する研究から治療的援助に係る研究への展開

第2期の動向の第1にあたる医療・保健・心理分野の虐待対応上の課題に関する研究には、2つの大

きな流れがある。1つは、早期発見・早期対応重視という1990年代の厚生省による虐待対策に関連し

た研究である。その例としては、地域の子どもと保護者に出会う機会の多い産科・小児科・母子保健

領域の虐待発見のための知識と通告義務の履行に関する研究が挙げられる（大阪児童虐待研究会・

1993、大阪母子保健研究会・1994、松井一郎ら・1999、澤田・1999）。代表的な研究には、1996年か

らの�橋重宏らによる「子どもへの不適切な関わり（マルトリートメント）」のアセスメント基準と

その社会的対応に関する研究π ∫」がある。それらの研究では、虐待認識に関する指標（ビネット

調査項目）を用いて、虐待を発見しやすい立場にある専門職（児童福祉司、児童相談所の心理判定員、

保健師、看護師、医師、保育士など）が虐待への認識をどのように持ち、通告および連携を行なうか

について考察している（�橋ら・1996、�橋ら・1997）。また、それと同時に、児童虐待・子どもへ

の不適切な関わりの定義や概念についての研究も、虐待関係のマニュアルが数多く発行されたこの時

期に散見できる（児童虐待防止協会・1991、�橋ら・1995）。早期発見・早期対応に関するこれらの

研究は、先述した�橋らによる研究のように、福祉と医療・保健領域の共同研究としての特徴も有し

ており、分野別の研究の深まりと分野を超えて実施される研究が、日本の児童虐待研究の中で、この

第2期に多く進められるようになったことにも着目する必要がある。また、早期発見・早期対応に関

する研究は、法律の内容にも影響を及ぼし、2000年制定の児童虐待防止法の5条（児童虐待の早期発

見）には、「学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上

関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなけ

ればならない。」と専門職の名称が条文に明記されるようになった。

もう1つの流れは、臨床心理・精神医学領域においてこの時期に多くみられた、被虐待児・保護者

の心理的問題への治療に関する研究である（池田・1993、西澤・1994【文献39】、岩田・1995、奥

山・1997）。その研究が行なわれた背景には、虐待経験が及ぼす子どもへの深刻な心理的影響と、被

虐待児やその家族に接した援助機関の専門職らによる彼らへのかかわりの難しさに対する問題意識の

高まりがあったからである。これらの研究では、虐待を発見して被虐待児を保護し、場合によっては

親子の分離を行なったとしても、治療に関する援助がなければ、虐待問題の解決には繋がらないので

はないかという見解が示されている。その代表的な文献に西澤哲による『子どもの虐待　子どもと家

族への治療的アプローチ』（1994【文献39】）がある。第7章にあたる「子ども虐待への対応－治療的

介入のためのシステムについて－」では、心理治療的アプローチの効果をあげるためには、それを可

能にするような枠組みとなる法制度が確立されていなければならないことが指摘されている。

－32－
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②　治療的援助に係る各機関の活動

第2期においては、治療的アプローチを可能にする法的枠組みは構築されなかったものの、厚生省

の事業として、1999年度から児童養護施設に心理職（非常勤）が配置されるようになる。これは被虐

待児を対象にした心理的治療であり、最終的に「家族再統合」に繋げるための1つの手段とみなすこ

とが出来る。一方、保護者に対するものは、民間の医療機関、特に精神医学領域による援助が主流で

あり、行政が行なう対策として、それらのサービスが位置づけられることはなかった。そして、その

ような援助を行なう機関も第2期は非常に少数であった。行政機関による援助としては、虐待予防段

階になるが、一部の保健所の保健師による乳幼児の親を対象にした子育て相談の活動がある。1つの

例として、東京都の練馬区保健所、東村山保健所、南多摩保健所等が行なってきた児童虐待予防活動

を挙げることができる。この活動での特徴は、民間機関の「子どもの虐待防止センター」と連携を取

りながら、虐待への予防活動を行なっているところにある。具体的には、まず最初に、保健所等に乳

幼児健康診査に来所した親子に対して、健診時の育児相談、その後のカンファレンス、そして家庭訪

問を実施する。次に、必要だと判断した場合、民間機関あるいは保健所が行なう母親の自助グループ

（MCG：Mother & Children’s Group）への参加の促しや、医療機関への紹介、子育てのつらさの解

消・子育て技術を学べる子育てサロンへの参加、保育園への繋がり等、様々な角度からその親子を支

援する（CAP・1993－1999）。このように、虐待の予防と虐待を悪化させないための援助体制を、第2

期に試行錯誤しながら作り上げていった過程が、そのサービスの多様さから垣間見ることができる。

しかし、それらは第2期の1990年代には、まだ厚生省による虐待対策として位置づけられることはな

く、あくまでも地域レベルでの活動であった。

もう1つの例として、大阪府下の保健所とその他の医療機関の保健師および医師等により組織され

ている大阪母子保健研究会の活動を挙げることができる。本研究会は、1994年に「被虐待児の早期発

見と予防《保健婦のためのアビューズ・マニュアル》」（大阪母子保健研究会・1994）を保健分野に

おいて、最も早く発行している。また、1989年頃から虐待予防とその家族への治療的援助を実施して

おり、研究会での講義や事例検討会を踏まえ、各保健師は大阪府下の保健所において、予防と早期対

応という側面からは、乳幼児健診時での発見や虐待ハイリスクと思われる家庭への訪問指導、あるい

は保護者への育児相談活動を行い、治療という側面からは、保護者に対する保健所内のクリニックお

よび他の病院への紹介等を積極的に実施していた。

③　虐待要因研究と第3期の虐待対策に繋がる治療的援助研究の蓄積

先述したとおり第2期の研究動向の第2は、2004年の児童虐待防止法の改正および児童福祉法改正の

焦点の1つである「家族再統合」に向けて、被虐待児と保護者への援助には何が必要かという議論の

礎を作った時期と考えられる。なぜなら、虐待とは何かという議論や虐待防止の法制度に関する議論

については、第1期に見られるような、医療・保健・心理分野の研究者による諸外国の虐待研究・法

制度の紹介、それを踏まえた日本における虐待対策、法制度への提案という研究が減少し、その代わ

りに主流を占めるようになったものは、最終的に虐待を無くし、親子の関係を良好な状態にすること

を目的にした治療的援助に関する研究だったからである。その研究を2つに分けて以下に確認しよう。
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第1の流れが、虐待要因研究の1つであるリスク要因研究である。リスク要因研究は、虐待の早期発

見、早期対応に活用されることも多いが、ここでは、治療にも係る研究として扱っていきたい。日本

のリスク要因研究での中心的動きは、1990年代後半から2000年前半にかけて、社会福祉の分野、特に、

児童相談所での一時保護決定の指標となるリスクアセスメント指標の開発から始まり、その後、保

健・医療現場における同指標の開発・活用へと展開されていく。加藤曜子（加藤・2001）は、米国で

は、児童虐待についてのリスク要因研究は1970年代から急速に盛んになり、リスク要因については、

回顧調査（retrospective）や予防の実践などの研究結果からさまざまな知見が発表されていると述べ

ている。そして「リスク要因を個別に取り出し分析することで、悪化や慢性化を防止することが期待

される」（加藤・2001、45頁）とも指摘している。これは、児童虐待のリスク要因研究が、医療・保

健分野から生み出された医療モデルであり、虐待については特に予防に重点を置き、虐待は手立てを

しないと徐々に悪化するものであるとする考えを基礎においていることを意味している。その研究は、

先ほど述べたリスクアセスメント（リスクアセスメント指標開発と活用）の研究に繋がっていく。加

藤によると、リスクアセスメント指標は、1980年代の米国において、児童虐待相談件数の増加に伴い、

虐待事例に対してどの程度介入するべきかという議論が起こり、虐待発見の遅れやソーシャルワーカ

ーによる援助に一貫性がないことに対処するため、虐待のリスクをはかる指標が作られたという（加

藤・2001）。

第2期において、日本のリスク要因研究の多くが、被虐待児に対する適切な判断と保護、さらに

「家族再統合」の際の評価と、ケースマネジメントを行なう時の関係機関の共通認識を得るためには、

リスクアセスメント指標を使用することが望ましいといった報告をしている。特に、医療・保健分野

で行なわれていたリスク要因研究（岡本ら・1993、1994）では、未熟児や双生児などの低出生体重

児・多胎児がいる家庭への援助や、障害・慢性疾患を抱えた児童への配慮とその家庭への支援の必要

性が示唆された。そして、これらの研究蓄積は、第3期に、厚生労働省によって整備される保健師に

よるアウトリーチ（積極的な家庭訪問）の対策および虐待ハイリスク家庭に対する保健所等の早期発

見・援助の役割を明確にしていった。

上記が示すように、虐待に関するリスク要因研究は、虐待を起こした要因を手がかりとして、その

問題の解決を図ろうとする。そして実践の現場では、その内容を援助のプログラムに組み込んでいく。

被虐待児と保護者への治療的援助の体制は、第2期においてはまだ十分に確立しておらず、福祉・保

健・精神医学・臨床心理の各分野が、それぞれの領域で抱える問題を、各分野で培われた知識と技術

を活用し、その対応を試みている状況であった。精神疾患への精神医学による治療や心理臨床家によ

る心理療法等以外の保護者への治療的援助は、特に内容において重なり合う部分が多く、どのプログ

ラムが何を担当するかの分類が難しく、心理治療的プログラムであるのか、ペアレンティング（親業）

のプログラムであるのかの区別が明確になされぬまま、児童相談所、家庭児童相談室、児童家庭支援

センター、保育所、保健所、民間機関の子育て支援のサービスなどで、面接・電話相談、グループ活

動を通して、親指導、育児・しつけの相談、あるいはカウンセリング等が行なわれていたと言えよう。

その活動と研究は、第3期になると更に活発になり、欧米のペアレンティングプログラムの紹介（桐
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野・2002）や、保護者への援助法・指導法の開発、例えば「被虐待児童の保護者への指導法の開発に

関する研究」（庄司・2003）、「家庭支援の一環としての虐待親へのペアレンティングプログラム作成」

（加藤・2004）などが福祉・医療・保健等の共同研究として行われた。

そして、第2の流れが、前述した被虐待児・保護者への治療に特化した研究である。第2期において

は、虐待を受けた子どもへの治療、あるいは虐待する保護者への治療と援助に関する論考・援助のた

めのマニュアル（西澤・1994【文献39】、坂井・1996、亀岡・1997、西澤・1997、奥山・1997、奥

山・1998、西澤・1999、子どもの虐待防止センター・1999）が数多く出版された。それらの多くは、

被虐待児への人格形成における影響や被虐待児の精神疾患の問題、家族内の人間関係の複雑さ、保護

者の治療への導入の難しさについて議論している。その深刻さについては、特に性的虐待の研究報告

（西澤・1993、北山・1994a、北山・1994b、堀・1997、斎藤・1998）でも指摘されている。そして

「家族再統合」に向けて、保護者への治療援助が欠かすことができないことが主張されている。これ

らの研究の蓄積は、第3期における児童虐待防止法改正において、児童虐待を受けた児童等に対する

支援（13条の2）、児童虐待を行なった保護者に対する指導（11条）等の規定へと繋がっていく。

【参考文献】
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1997年）
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西澤哲「第2部　虐待を受けた子どもの治療マニュアル」『被虐待児と虐待する親の援助と治療』（1999年）109－128

頁

岡本伸彦・小林美智子・臼井キミカ・池田美佳子・楢木野裕美・山田恵子・鈴木敦子・納谷保子「被虐待児症候群低

出生体重児例の検討」『小児科臨床』46巻8号（1993年）21－24頁

岡本伸彦・安枝敦子・中西眞弓・林昭・小林美智子・笹井康典「超未熟児の養育問題と地域母子保健」『小児科臨床』

47巻8号（1994年）99－104頁

奥山眞紀子「被虐待児の治療とケア」『臨床精神医学』26巻1号（1997年）19－26頁

奥山眞紀子「被虐待児の自立における問題と支援の方向性」『世界の児童と母性』45号（1998年）18－21頁

大阪母子保健研究会『子どもなんて大きらい―被虐待児への援助―（報告集Part4）』（せせらぎ出版、1994年）

大阪児童虐待研究会『大阪の乳幼児虐待　被虐待児の予防・早期発見・援助に関する調査報告』（大阪児童虐待研究

会、1993年）

斎藤学編『児童虐待[臨床編]』（金剛出版、1998年）

坂井聖二『周産期の母親への援助－子どもの虐待を予防するために－』CAテキストブックNo.9（子どもの虐待防止

センター、1996年）

澤田いずみ「児童虐待における病棟看護婦（士）の遭遇状況と通告に関する認識調査」『子どもの虐待とネグレクト』

Vol.1 No.1（1999年）35－40頁

庄司順一ら『被虐待児童の保護者への指導法の開発に関する研究』平成14年度　厚生労働科学研究費補助金（子ども

家庭総合研究事業）報告書（厚生労働省、2003年）

�橋重宏・庄司順一・千賀悠子・須永進・益満孝一・加藤純・木村真理子・栃尾勳「子どもへの虐待に関する社会的

インターベンションのあり方∏－子どもへの虐待の概念・定義の検討－」『日本総合愛育研究所紀要』31集（1995年）

79－89頁

�橋重宏・庄司順一・中谷茂一・加藤純・澁谷昌史・木村真理子・益満孝一・栃尾勳・北村定義「子どもへの不適切

な関わり（マルトリートメント）」のアセスメント基準とその社会的対応に関する研究π－新たなフレームワークの

提示とビネット調査を中心に－」『日本総合愛育研究所紀要』32集（1996年）87－106頁

�橋重宏・庄司順一・中谷茂一・山本真美・奥山真紀子・加部一彦・加藤純・才村純・北村定義「子どもへの不適切

な関わり（マルトリートメント）」のアセスメント基準とその社会的対応に関する研究∫－子ども虐待に関する多職

種間のビネット調査の比較を中心に－」『日本総合愛育研究所紀要』33集（1997年）127－141頁

（加藤洋子）

（６）非行・教護分野

①　非行原因としての虐待という視点

児童虐待への関心が定着するにつれ、第2期は、非行原因としての虐待の指摘が立論として目立ち

始める時期である。虐待以外の主訴で相談に訪れた事例の半数近くに虐待の既往が隠されているとい

う指摘は第1期にもすでにみられたし（関口ほか・1986）、また非行を主訴として一時保護した事例の

うち虐待の既往が認められた事例・推測された事例の分析（中村・鷹尾・1989）も先行研究がある。

すなわち、第2期になってはじめて非行原因の一つとして児童虐待が発見されたというのではなく、

従来から現場関係者がつかんでいた「非行の原因に過去の被虐待経験がある場合が多い」という感触

が、虐待の社会的認知と共に言論化されたのだろう。
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②　教護施設の機能強化への期待

この期は、結果的に、児童福祉法の大改正の前夜にもあたる。児童福祉施設の中でも、とくに施設

の活用がすすまず見直しを迫られていた（旧）教護院のあり方をめぐっての議論は、活発な時期であ

った。非行を主訴としたいわゆる教護児童の処遇を根本的に考えるなかで、表面化した非行を云々す

るだけでなく児童の既往歴や家庭環境にこれまで以上に目を向けようという問題意識が高まり、従来

から感触として得ていた虐待との関連に関心が寄せられたのは自然な流れと考えられる。教護の領域

外からの意見に耳を傾ける気運が満ちていた時期とも言える。

広岡智彦は自立援助ホームで非行の児童と関わる経験をもとに、「表面的には窃盗」が施設入所原

因であった児童の幼児期の家庭での様子を紹介し「いま風に言えば、立派に虐待です」と述べ（広

岡・1993：102頁）、児童福祉施設としての教護院の役割を「傷ついた子供を癒す場」であってほしい

と提言している（広岡・1993：105頁）。このように、非行原因に虐待を認識することで、自ずと、非

行児童への対応が（不可分ではあるものの）従来の矯正教育に虐待で被った傷の治療的な要素を包含

していく点が特徴的である。

③　児童相談所の視点の変化

児童相談所からの研究報告もある。稲岡隆之は、1990年から2000年という10年での児童相談所が非

行を虐待の視点から理解しようとするようになってきたことを14事例から解き明かした（稲岡・2000

【文献38】）。ここでは、まず、1990年から2000年という10年間が児童相談所の実務レベルでの児童虐

待理解での転換期であったという事実が示されている。稲岡は、ひとつの事例を捉えるのに虐待の視

点を持つか否かで、虐待事例に特有な傾向（例えば虐待関係の再現性や解離症状）への配慮が可能に

なると主張し、治療環境・治療システムの構築をひとつのゴールとして考えている。したがって、そ

の論に法的な提言はまったく含まれない。
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Ⅲ　主要判例解説

１　児童福祉法分野

【判例1①】28条審判を本案とする審判前の保全処分を認めた事例（浦和家審平成8年3月22日、平8

（家ロ）1002号、家裁月報48巻10号168頁）

本件は、児童相談所長が、後掲の【判例1②】を本案とする審判前の保全処分として、①児童の入

院中における両親の面会の禁止、②同じく退院手続の禁止、③退院可能のときは本案の審判確定まで

申立人が一時保護を加えることの承認を求めたものである。

本審判は、児童をこのまま両親の監護に委ねると同様の事態が生ずることが予測されるとして、①

児童の退院又は転院手続の禁止、②退院相当のときには申立人は本案審判確定までの間児童に一時保

護を加えることができる、③両親は上記2項の申立人による措置を妨げてはならないことなどを命じ

た。

家事審判法15条の3第1項は、家事審判の申立てがあった場合において、家庭裁判所は、仮差押え、

仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命じることができる旨規定しており、具体的

な対象事件及び保全処分の内容については、最高裁判所の定める家事審判規則及び特別家事審判規則

において定められている。しかし、本審判の本案である児童福祉法28条1項の承認審判についてはそ

のような定めはなく、従来、同規則に規定のない審判事件については保全処分をすることができない

と解するのが実務の大勢であった。本審判では、その解釈につき何ら触れられていないが、かねてか

ら28条審判について保全処分の必要性が指摘されてきたところであり、その後の実務及び立法に影響

を与えることとなった。また、本審判では、児童相談所長の権限である一時保護に関して保全処分を

命じていることも注目される。

【判例1②】包括的な承認を求める申立てに対して里親委託又は児童養護施設入所を承認した事例（浦

和家審平成8年5月16日、平8（家）610号、家裁月報48巻10号162頁）

本件は、児童相談所長が、親権者たる実母と養父が児童に頭部外傷、栄養失調等の虐待をしたこと

を理由に、児童福祉法27条1項3号の措置の包括的な承認を求めた事件である。

本審判は、児童の各傷害が両親のいずれかの行為に直接起因するかは別としても、両親が監護を怠

ったことは明らかであるとして、著しい福祉侵害を理由に児童自立支援施設を除く里親委託又は児童

養護施設入所を承認した。また、その際、児童が成長し事態が理解できるようになるまで、両親との

面会、直接交渉を禁止すべき旨を付言した。

28条審判の申立て及び決定における措置の種類の特定の要否については議論があったが、福岡高裁

昭和58年4月28日決定（家裁月報34巻3号23頁、本報告の【判例1】）は、児童福祉法27条1項3号に定め

られた措置は多様なものであり、いずれの措置が採られるかによって児童やその親権者、後見人らに

対して生じる影響も自ずから異なるとして、同号の措置を包括的に認めた原審を変更した上で、児童

を児童養護施設に入所させることを承認した。本判例は、そうした実務の流れに沿うものである。ま
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た、本審判では、措置の種類として里親委託を承認し、また両親の面会等の禁止について付言してい

るが、これらは他の審判例ではあまり見られない特徴となっている。

【判例2】申立て後に新たに親権者となった者についてその監護能力も検討の上申立てを認容した事例

（津家審平成9年12月24日、平9（家）736，737号、家裁月報50巻5号76号）

本件は、児童相談所長が、単独親権者であった実父の監護懈怠等を理由に児童らの児童養護施設入

所の承認を求めた事件であり、申立て後、児童らは実父の代諾により父方祖父母と養子縁組をしてい

る。

本審判は、実父の親権者当時の監護懈怠を認定した上で、養父母の監護状況について検討し、実父

同様に養父母に児童を監護させることは著しく本人らの福祉を害する結果になると認め、児童らの養

護施設入所を承認した。また、その際、児童相談所に対し、養父母の引受態勢について綿密な調査、

指導を経るなどして、将来、継続的な指導の下で養父母に本人らを監護させるのが相当であるとの意

見を付している。

28条審判において、保護者に監護させることが著しく児童の福祉を害すると判断するに当たっては、

単に審判時現在にそうであるに止まらず、将来の可能性についても検討すべきであるとされている。

本審判は、申立後に新たに親権者となった養父母について、将来児童を引き取ることとなった場合の

監護能力について検討、判断しており、そうした28条審判の要件に対する考え方に沿ったものと言う

ことができる。また、その際、児童相談所に対し養父母の受入態勢について調査、指導等するよう意

見が付されており、裁判所の家族再統合に向けた姿勢を示したものとなっている。

【判例3】生後4箇月の乳児について重症心身障害児施設への入所を承認した事例（広島家審平成10年1

月5日、平9（家）1418号、家裁月報50巻6号104頁）

本件は、呼吸停止状態で病院に運ばれ、低酸素性脳症、頭蓋内出血により入院中の生後4ケ月の乳

児について、児童相談所長が、両親に監護させることが著しく児童らの福祉を害するとして、児童福

祉施設への入所の承認を求めた事件である。

本審判は、児童の心身の状態から、適切なリハビリテーション訓練と発達を促すための看護が専門

施設において行われることが最適であり、さらに、児童には首を絞めるなど大きな有形力が加えられ

たことが推認されるところ、同居者以外の第三者が関与したことを窺わせる事情は存せず、児童を自

宅に戻した場合には再び同様の事態を生ずるおそれがあると認め、児童を重症心身障害児施設へ入所

させることを承認した。

一般に、虐待等の行為は家庭という密室で行われることが多いことから、対象児童が乳幼児であっ

たり、意識障害等の大きな傷害を負っているような場合には、その事実認定に困難が予測される。本

審判は、虐待行為が誰によって行われたのかは特定せず、それが両親のもとで監護されていた日常生

活の中で発生したことから再発防止の必要性があると認定して、申立てを認容したものであり、28条

審判の要件事実について一つの考え方を示すものと言うことができる。なお、本審判では、【判例1②】
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と同様に、施設の種別を特定しない申立てに対してこれを特定して決定している。

（藤川浩）

２　民法分野

【判例4①】母と協議離婚をした前夫が、母と自分との間の子（長女と次女）について母の親権喪失を

求めた事例で、親権喪失請求の本案についての審判が効力を生じるまでの間、親権者（母・事件本人）

の子に対する職務の執行を停止し、弁護士を職務代行者に選任した事例（大阪家裁審判平成6年2月26

日　平成6年（家ロ保）7号、8号、家裁月報47巻2号174頁）

民法834条の親権喪失宣告の請求権者は、「子の親族又は検察官」と定められている。本件では、母

と協議離婚をした前夫が、母と自分との間の子（長女と次女）について母の親権喪失を求めた。この

事例で、親権喪失請求の本案についての審判が効力を生じるまでの間、親権者（母・事件本人）の子

に対する職務の執行を停止し、弁護士を職務代行者に選任したケースである。【判例4②】の決定の原

審判である。

母（保険外交員）は、平成5年3月18日に協議離婚したころから、内縁の夫（夜間トラックの運転手）

と同棲し、未成年者2名も同居している。子の一方Ａは、母と内縁の夫から暴行を受け、時々内出血

を作って保育園に登園するようになった。もう一人の子Ｂは、同年7月ころから臀部や顔面に青アザ

を作って登園することがあったが、同年9月に頭部に瘤様のものを作ったので保育士が母に尋ねると、

母は病院に連れて行くと答えた。その後、Ｂを連れて登園した祖父に診察結果を尋ねたところ、直ち

に内縁の夫から、祖父にいらんことを言った、今後こんなことをしたらタダではおかない旨の抗議電

話があった。同年10月21日にＢが救急車で病院に搬送され、ＣＴ検査の結果、頭部外傷、硬膜下血腫

と診断され、他にも前頭部、顔面、左大腿部に古い内出血痕があった。内縁の夫は、Ｂが泣いても、

心配する様子もなく放置した。Ｂは、同年11月2日にも救急車で同じ病院に搬送された。頭蓋骨縫合

離乖、頭部外傷、硬膜下血腫と診断された。母は、Ｂがテーブルで頭を打ったと説明したが、引続い

て発生しており、傷害の程度が酷いことなどから、親達による虐待が濃厚になった。Ｂは11月19日、

退院後初めて登園したが、保育中に突然倒れて意識を失ったため、保育士が病院に運んだところ、内

縁の夫から抗議された。このため、保育園は、母らに対し、通園可能の診断書を提出するよう求めた。

その後母らは、Ｂを通園させなくなった。平成6年1月9日に保健師が在宅中に内縁の夫とＢに面接し

た。その結果、Ｂ（1歳10ヶ月）は弱っている様子で、目の下に隈ができて、外気に触れずに養育され

ている様子であった。Ａは通園を続けているが、しばしば青アザを作って登園することがあり、平成

5年12月13日には、顔が変形する程の酷いアザを作って登園し、最近ではこれが完治せず、醜痕を残

している。母もＢを折檻した旨、肯認していることが一応認められるといった事実関係が認められる。

【判例4②】【判例4①】事件に対する即時抗告申立事件で、職務代行者選任申立認容審判に対する即時

抗告の可否が判断された事例（大阪高裁決定平成6年3月28日、平成6年（ラ）第133号、家裁月報47巻

2号174頁）
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上記【判例4①】事件に対する即時抗告申立事件である。原審で親権者の職務執行を停止された母

からの即時抗告申立事件である。本決定は、職務代行者選任の保全処分に対する即時抗告と親権者の

職務執行停止の保全処分に対する即時抗告に分けて判断を示した。親権の職務代行者選任の保全処分

については、家事審判規則15条の3第1項、2項の規定により、同規則74条1項による職務代行者選任の

保全処分は即時抗告の対象からはずされているため、その申立てを却下する審判に対しても、その申

立てを認容する審判に対しても、即時抗告することはできないとして母側からの即時抗告は却下した。

親権者の職務執行停止の審判に対する即時抗告については、原審の示した理由に基本的にしたがい、

「親権の喪失宣告の審判がなされる蓋然性があるものというべきである」として、抗告を棄却した。

【判例5】実母と養父のうち養父についてのみ性的虐待ないし身体的虐待を理由に親権者の職務執行を

停止し、児童相談所等を親権代行者とする審判前の保全処分がなされた事例（熊本家裁審判平成10年

12月18日審判、平成10年（家ロ）第502号、家裁月報51巻6号67頁）

本件は、未成年者女子2名（長女・二女）の親権者を自己にして協議離婚した（平成元年9月18日）

実母が、平成4年8月28日に再婚し、同日再婚相手と未成年者両名との養子縁組届出が提出された事例

で、養父による未成年者に対する性的ないし身体的虐待を理由に、2名を一時保護中の児童相談所長

が申し立てた親権喪失宣告申立事件を本案とする審判前の保全処分申立事件で、養父の親権者として

の職務の執行を停止し、児童相談所長をその職務代行者に選任したものである。

本件の特色の1つは、実母の再婚相手と未成年者2名が民法798条但書き（未成年者を養子とすると

きには家庭裁判所の許可を得なければならないが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときには

家庭裁判所の許可は不要とするもの。いわゆる連れ子養子。）により養子縁組をし、養父となった者

が長女については性的虐待を次女については身体的虐待を加えているという点にある。民法798条但

書きによる、自己又は配偶者の直系卑属を家庭裁判所のチェックなしに、あたかも契約型の養子縁組

のように届出だけで養子縁組が成立し、それに伴い養親が親権者になるという現行制度の欠点が如実

に現れた事例である。

もう1つの特色は、児童相談所長が親権喪失宣告を求めているのは、実母と養父のうち養父につい

てのみだという点である。本件申立人たる児童相談所長は、未成年者2名を一時保護していて、施設

収容について実母の承諾は得ているが、養父は両名の施設収容に反対し、実母を介して未成年者両名

を早期に家に帰すよう要求しているので、養父の親権者としての職務を停止し、児童相談所長を職務

代行者に選任し、施設収容の同意に代えようというのである。

【判例6】養女、長男及び長女に対して、日常的に暴力を振るい、性的虐待を行ってきた親権者父が未

成年者の福祉を著しく損なっているとして未成年者3名に対する親権喪失が宣告された事例（長崎家

裁佐世保支部平成12年2月23日審判、平成10年（家）第321号、332号、333号、家裁月報52巻8号55頁）

本件は、親権者父が養女、長男及び長女に対して、日常的に暴力を振るい、性的虐待を行っており、

未成年者の福祉を著しく損なっているとして未成年者3名に対する親権喪失を宣告した事例である。
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公表されている事実関係からのみでは家族関係の詳細については明らかでない。未成年者の養女につ

いては、平成8年3月以来児童養護施設に入所しているが、入所するまでは親権者父（養父）は、日常

的に性的、身体的虐待を加えていた。また、従来も親権者父が逮捕される度に養女は児童養護施設に

入所措置が取られたが、父は出所すると引取りを強要してきたので、今後も、放置すると、引取りを

強要し、養女に対し性的、身体的虐待を加えるおそれが強く、子の福祉を著しく損なうので、父の親

権に服させることは不相当だとした。なお、父も養女に対する親権については、喪失することを了承

している。長男に対しては、父は自分の気に食わないことがあったりすると、日常的に身体的折檻を

繰り返しており、平成10年10月25日には左鼠蹊部刺創、頭部打撲の傷害を負わせ逮捕された。そのた

め長男は児童養護施設に入所中だが、父が出所すると、引取り強要により再び危険な状態に置かれる

ことが予想される。父が日常的に身体的暴力を加え、子の福祉を著しく損なっていたことは明らかな

ので、長男を父の親権に服させることは不相当であるとした。長女は、父が長男に対する傷害事件で

逮捕されたため、児童養護施設に入所中である。父は長女に日常的に身体的暴力を加えていた上に、

長女が11歳のころから1年余りにわたり、長男に対する傷害事件で逮捕されるまで日常的に性的虐待

を加えていたことから、その福祉を著しく損なっていたことが明らかであるので親権に服させること

は不相当であるとした。

【判例7】里親を監護者と指定し、実母である親権者からの里子の引き渡し請求を否定した事例（山形

家裁平成12年3月10日審判、平成11年（家）212号、平成12年（家）64号、家裁月報54巻5号139頁）

子の親権者母は、平成5年9月に本件児童を出産した。実父は親権者母と重婚的内縁関係にあり、本

件児童を未認知。母は生活状況が不安定で、精神的・経済的に苦しかったことから、本件児童は出生

直後から乳児院に措置された。この児童について特別養子縁組を前提とした里親委託を受けて約3年7

ケ月にわたって里親として養育してきた（したがって、親子結びが行われ里親と本件児童との間には

心理的な親子関係が構築されてしまっている）申立人らに対して、子の引渡しを求め、これに対して

元里親・申立人らは子の監護教育を継続したいと希望したため、引渡しの方向では困難になった。そ

こで、児童相談所は元里親に本件の児童を一時保護委託した。実母からの子の引取りの意向が示され

たことから、元里親が自らを子の監護者として指定するよう求めたのが本件子の監護者の指定申立事

件である。子の連れ去り禁止の仮処分申請も行われたが、これは取下げられた。他方、親権者母は子

の引渡しを申し立てたのが、本件子の引渡し申立事件である。

山形家裁は、次のようにいう。すなわち「原則として、親権者から未成年者を監護する第三者に対

して未成年者の引渡しの請求が行われた場合には、これを認めるべきである」と原則論を述べつつ、

「未成年者の監護権が、未成年者の福祉のために認められるものであることからすれば、例外的に、

未成年者の引渡しを認めることが未成年者の福祉に明らかに反するといった特段の事情がある場合に

は、未成年者の引渡しを拒絶し、未成年者を事実上監護する第三者を監護者として指定することがで

きる」とし、本件では、この特段の事情がある場合にあたるとして里親を監護者として指定できると

した。
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【判例8】性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とする氏の変更、名の変

更が認められた事例（大阪家裁平成9年4月1日審判、平成8年（家）574号、575号、家裁月報49巻9号

128頁）

本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的な性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、長期

間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、激しい感情的変化や外界に対する

鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。そのため、精神的に安定した生活を送る

ことができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。申立人は、戸籍上の氏名で呼

ばれることで、同じ呼称である加害者と被害行為を想起して強い精神的苦痛を感じている。申立人が

指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代を象徴

する名前を変更して、被害行為を過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えて

いるからである。

上記の事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、「主観的なしかも極めて

特異な事由（申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認

される）」である。主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後

遺症からの脱却を目的とするものであり、氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑

念が残らないでもないけれども、上記認定の事実に照らせば、戸籍上の氏名の使用を申立人に強制す

ることは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である

として、申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認め

るのが相当であり、また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも

のであること及びその使用年数等を併せ考えると、同法107条の2の「正当な事由」があるものと解す

るのが相当であるとした。

（鈴木博人）

３　刑事法分野

【判例9】養女（6歳）に対し、折檻のためシャワーで熱湯を浴びせて熱傷等の傷害を負わせ、ショッ

ク死させた事例（東京地裁八王子支部平成8年3月8日判決、平成7（わ）第737号、判時1588号154頁）

本事案は、被告人が本件犯行前日の夕方から養子の兄妹を残して妻と飲酒に出掛け、翌未明に帰宅

したが、寝てはならないとの被告人の言いつけを守らず、被害者が畳の上で寝ていたため立腹し、被

害者を起こして平手や手拳で殴る暴行を加えた上、背部、顔面等にシャワーで熱湯を1、2分にわたっ

て浴びせかけ、被害者を死亡させたというものである。被告人は、日頃から被害者が夜寝つかずに被

告人らの生活の妨げになるとか、反抗的で被告人の思い通りにならない等の理由で被害者に対して頻

繁に暴力を加えていた。このような本件犯行以前の暴行を詳細に認定し、これに対して、本判決は

「このような暴行が教育やしつけの範ちゅうに入るとは思えない」とし、本件犯行は「子供である被

害者の人権を全く無視した暴挙であって、もはや虐待というほかなく、被告人は、被害者に対して、



その場の易変的な気分、感情のままに接していたことが窺え、被告人の被害者ら子供に対する保護能

力は甚だ疑問であるといわざるを得ないこと」等から、「被告人の犯情は甚だ芳しくなく、その刑事

責任は重いというべきである」と判断している。公刊物に搭載された刑事裁判例の中で、被告人の犯

行が「虐待」にあたると判断された最初の判例であると思われ、また、量刑上、その虐待行為及び日

常的な暴行が考慮されている点で注目に値する。

【判例10】被告人が内縁の夫による子供（3歳、次男）に対する折檻を放置して、内縁の夫による傷害

致死を容易にさせたとの事案につき、無罪を言い渡した第一審判決を破棄して、傷害致死幇助罪の成

立を認めた事例（札幌高裁平成12年3月16日判決、平成11（う）第326号、一審釧路地裁平成11年2月

12日判決、平成9（わ）184、判時1711号170頁）

本事案は、親権者兼監護者として被害者に対する内縁の夫の暴行を制止してこれを保護すべき立場

にあった被告人が、その暴行を放置して内縁の夫による傷害致死を容易ならしめてこれを幇助したと

いう事案である。内縁の夫の暴行を制止し、被害者を保護しなかったという不作為が、傷害致死の幇

助犯を構成するかが争われた事案であり、1審と2審で、事実認定および不作為による幇助犯の成立要

件に関して、異なった判断がなされている。被告人はそれまで内縁の夫から暴行を受けており、内縁

の夫に逆らえば、自分が酷い暴行を受けるのではないかという恐怖心があったと1審は認定していた

が、本判決は、被告人は、当時なお内縁の夫に対する愛情を抱いていて、かつ懐妊していることもあ

り、その暴行に目をつぶっていたと認定した。また、2審で判示された不作為による幇助犯の成立要

件は、「正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が、一定の作為によって正犯者の

犯罪を防止することが可能であるのに、そのことを認識しながら、右一定の作為をせず、これによっ

て正犯者の犯罪の実行を容易にした場合」であるとしている。その上で、被告人は内縁の夫が暴行を

加えることを認識しており、当時の状況からその暴行を阻止し得るのは被告人以外には存在しなかっ

たことから、被告人には極めて強度な作為義務があったとし、かつ被告人が内縁の夫の行為を監視す

ることや言葉で制止することによっても、その暴行を阻止することが相当程度可能であったとし、実

力をもってその暴行を阻止することも、1審の判断のように著しく困難な状況にあったとは認められ

ないとして、傷害致死の幇助犯の成立を認めている。本事案は、保護者の一方の虐待をもう一方が阻

止せずにいたという事案であり、虐待行為を行った者だけでなく、その虐待を阻止すべき立場にある

保護者の刑事責任を明確化した判例であるということができる。

【判例11】強制わいせつ被告事件において、被害者である4歳の少女の供述の信用性を肯定した事例

（神戸地裁姫路支部平成8年10月22日判決、平成8（わ）第223号、判時1605号161頁）

本事案は、被告人が同棲していた女性の連れ子である4歳の少女に対してわいせつ行為をした事案

である。被害者の母親は、本件犯行のあった日に被害者から被告人のした本件犯行について告白を受

けたため、即日被害者を連れて家出したうえ、その5日後に少女の供述状況をテープに録音し、被告

人を告訴するとともに、右テープを任意提出した。本判決は、まず被害者の供述能力について、被害
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者の知的発達能力や発語能力に特に問題点は認められず、簡単な事実に関する記憶力や供述能力は十

分あると認めた。その上でテープに録音された被害者の供述内容について検討し、全体としては、終

始母親が主導し、母親の被告人に対する強い反発が窺える等の問題はあるものの、本件犯行に関する

供述は誘導によってなされたものではなく、被害者が具体的かつ自発的に供述していると認められる

点、4歳の被告人が母親の影響下で、ことさら被告人を陥れるために虚偽の供述をしているとは到底

考えられない迫真性を有している点から高い信用性が認められると判断した。また、母親は他の日に

も同じような行為があったか聞くなどしていることから別件との混同も考えられず、かつ被害者が検

察官に対しても同様の供述を継続している点を併せ考えると、判示事実は優に認定できるとした。本

判決は、これまでの児童の証言に関する判例の認定手法を踏襲したものであるが、児童の証言を録音

したテープの信用性が判断された珍しい事案である。

【判例12】児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たるとされた事例（最三小

平成10年11月2日決定、平成8年（あ）1308号、判時1663号149頁）

本事案は、中学校の教師であった被告人が、教え子の女子生徒に対し、性具の電動バイブレーター

を示し、その使用方法を説明した上、自慰行為をするように勧め、あるいはこれに使用するであろう

ことを認識しながらバイブレーターを手渡し、被告人のいるところで自慰行為をさせたという事案で

あり、児童虐待の防止等に関する法律2条の定義する児童虐待には当たらない事例ではあるが、広い

意味での児童の性的虐待事例として紹介する。最高裁は、本事案について、単に被告人の各行為が

「児童福祉法34条1項6号の『児童に淫行させる行為』に当たるとした原判断は正当である」との事例

判断を下したのみである。これに対し、本決定の評釈においては、被告人の行為が、児童福祉法34条

1項6号の「児童に淫行させる行為」に当たるかどうかに関しては、被告人側の上告趣意にもある、①

被害児童の行為は「淫行」に当たるか否か、②行為者自身が相手方となる場合も、児童福祉法34条1

項6号に該当するか否か、③被告人の行為は淫行を「させる行為」に当たるか否かが論点となってい

る。これらの点について詳しくは、各評釈を参照していただきたいが、概ね、3つの論点とも肯定さ

れているようではあるが、「淫行をさせる行為」とは、児童福祉法34条1項の各号に定められた児童福

祉阻害犯罪との関係から、性的搾取行為の一形態であり、淫行の助長犯罪との位置付けをなすべきで

あるから、淫行の相手方は、そのことだけでは児童福祉法34条1項6号に該当しないという見解も存在

する。

なお、親による性的虐待の犯罪化の問題については、安部【文献22】、林【文献25】参照。

（初川愛美）



Ⅳ　主要文献解説

１　児童福祉法分野

【文献1】近畿弁護士連合会少年問題対策委員会編『子どもの権利条約と児童虐待（第20回近畿弁護士

会連合会大会シンポジウム第4分科会資料）』（近畿弁護士会連合会少年問題対策委員会、1991年）

本資料は、児童虐待に対する法的対応が問題にされ始めた時期に開催された近畿弁護士連合会シン

ポジウムの資料であり、児童虐待の実態、関係機関の対応上の問題点、英米の児童虐待防止制度と並

んで、児童の権利条約から見た児童虐待に関する法的諸問題を提示している。また、資料として大阪

府小児科学会員向けに実施したアンケート結果が報告され、とくに通告義務に関するこの時期の小児

科医の意識を知る上で興味深い内容となっている。

これらの検討をもとに、同連合会として、児童虐待の予防、発見、通告、調査、援助、処遇のため

の統一的な法律の制定、自治体による広報・相談体制の強化、関係機関の連携の強化、児童相談所機

能の充実を提言している。

関西地域における児童虐待への先進的取り組みの実状を示す資料として貴重であり、その後各地の

取り組み、とくに司法分野での対応に与えた影響は大きい。

【文献2】泉薫「児童虐待と親権」『自由と正義』42巻2号（1991年）22～27頁

本号は、1990年に発効した「児童の権利条約」に関連して、日弁連によるこれまでの到達点を示す

とともに、本条約に対する期待と条約活用のための課題を明らかにすることを目的に編集されている。

少年司法、家族法、教育法と並んで児童虐待についても言及されている。本論文では、泉薫弁護士が

「児童虐待と親権」をテーマに、わが国における児童虐待の実態、制度上の問題点、アメリカの児童

虐待防止法制、大阪の取り組み等を紹介している。アメリカとの比較については、法制度・医療制度

の違い、司法システムの差異、人的体制の多寡等をあげ、わが国に直接移入することはできないもの

の、児童虐待の予防と被虐待児の救済の重要性について、コスト負担を含めた社会全体のコンセンサ

スが必要であると述べる。

弁護士会が被虐待児の救済に本格的に関与し始めた時期の論文であり、この時期の取り組みの実情

と課題を知る上で貴重な資料である。

【文献3】津崎哲郎『子どもの虐待』（朱鷺書房、1992年）

本書は、雑誌「少年補導」36巻4号から37巻7号に連載された「閉ざされた家族」に加筆修正して刊

行されたものである。内容としては、児童虐待の類型、原因、児童への影響等、児童虐待に関する総

論的な解説とともに児童虐待に関する法制度や運用の方法、実状について、外国法との比較を交えな

がら、児童相談所実務の立場から詳細に検討している。例えば、当時まだ実例が少なかった児童相談

所と弁護士との連携事例が紹介され、連携の有用性や運用上の課題等が述べられている。

児童虐待に関する法的対応に社会的にも実務的にも十分な関心がもたれていなかった時期に、児童
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相談所の現場から法制度活用の可能性と運用及び立法上の課題が示されるなど、児童虐待に関する法

学研究の足がかりとなったランドマーク的文献である。

【文献4】許末恵「児童虐待」川井健他編『講座　現代家族法第3巻』（日本評論社、1992年）285～304

頁

本論文は、著者の一連のイギリス児童法研究を踏まえて、児童虐待の定義、原因について言及した

後、児童虐待への対応――とくに強制的保護の制度――をイギリス法との比較の観点から検討する。

イギリス法からの示唆として、法律関係を含めた援助者の訓練の必要性、児童相談所の拡充を指摘し、

法的対応のあり方として、被虐待児の安全確保はもちろんのこと、法による対応が強力な効果を伴う

ところから、場合によっては事態を悪化させることもあることに留意し、関係機関との関わりのなか

で法が果たすべき役割を明らかにすることの重要性を指摘する。

とかく法的強制力による被虐待児の保護が強調されはじめたこの時期に、法的介入の限界を指摘し、

親への援助および代替的監護まで視野に入れた法的枠組みを提示した点で貴重な論文であるといえよ

う。

【文献5】斎藤学編『児童虐待（危機介入編）』（金剛出版、1994年）

本書は、「子どもの虐待防止センター」の発足と運営に関わってきた各領域の専門家により執筆さ

れている。同センターが開催した連続セミナーの内容をもとに、精神医学、小児科学、母子保健、児

童福祉、臨床心理学等の立場から、児童虐待の初期介入から治療まで総合的に論じている。法律学関

係では、児童虐待に関する法制度の概要、児童の保護と親権についての論稿が収められている。当時

まだ被虐待児の保護のために児童福祉法や民法上の制度が積極的に運用されていなかったという状況

のもとで、これらの制度の効果的運用のための方策等が工夫されていたことを知ることができ、興味

深い。

【文献6】石川稔・森田明編『児童の権利条約――その内容・課題と対応』（一粒社、1995年）

本書は、1994年における児童の権利条約批准に併せて、同条約批准に伴うわが国の法制度上の課題

を検討するものである。児童虐待については、石川稔が「児童虐待」部分（同条約19条）を執筆し、

その審議経過を詳細に検討し、同条の立法趣旨を明らかにする。すなわち、①第1項の保護措置には

当初立法上および行政上だけであったものが、予防との関係で社会上および教育上の措置が含まれる

に至ったこと、②第1項の保護措置を具体的に実施に移すための手段が第2項に規定されたものである

こと、③第1項も第2項も予防措置を重視していること、④児童虐待事件の手続にとどまらない福祉的

措置の手続が入ったこと、⑤処罰措置として児童虐待事件が取り扱われるのが嫌われたこと等、「本

条第2項は福祉モデルと司法モデルの折衷として成立したものであること」が明確にされた。

わが国の課題としては、社会的援助の制度は比較的整ってはいるものの、予防のための措置が公的

にはほとんどとられていないこと、被虐待児に対する教育的予防措置、虐待親に対する治療のシステ



ムが不十分であること、児童虐待発見のためのシステムが効果的でないこと等をあげるとともに、児

童虐待の予防、治療のための研究専門機関の設置を検討すべきであるとした。

本論文は児童の権利条約から見た課題を適切に指摘するなど、その後の児童虐待防止制度のあり方

を検討する上で重要な示唆を与えた。

その他、児童の権利条約との関係で児童虐待について論じるものとしては、波多野里望『逐条解説

児童の権利条約』（有斐閣、1994年）、永井憲一・寺脇隆夫編『解説・子どもの権利条約』（日本評論

社、1990年）がある。

【文献7】許斐有『子どもの権利と児童福祉法――社会的子育てシステムを考える』（信山社、1996年）

本書には、児童福祉法及び児童の権利条約の基本理念の研究の一部として、児童虐待の法律問題に

関する論文が3編収められている。その他に、児童の権利条約からみた児童福祉の課題、親の養育責

任と国の責任の関係、子どもと家族に対する公的・社会的支援システムの課題等の論点に関する論文

も収録されている。

本書の特徴は、児童虐待の問題にとどまらず、児童の養育に関する親・家族の責任と国・社会の責

任の関係を児童の権利条約という枠組みでとらえているところにある。また、児童虐待における対応

方法についても、児童の権利の視点から検討されるなど、それまでの「保護の対象としての子ども」

観ではなく「権利の主体としての子ども」観に立脚して、制度のあり方を検討している点で示唆に富

んだものとなっている。こうした視点は、児童虐待に対する積極的介入が求められている現在、今後

の方向性を示すものとして、今後ますます重要になろう。

【文献8】釜井裕子「児童福祉法28条1項1号の家庭裁判所の承認について」『家庭裁判月報』50巻4号

（1998年）1～84頁

本論文は、家庭裁判所判事補である著者が1994年から1996年にかけて全国で扱われた児童福祉法28

条事件のうち51事例を紹介・検討するとともに、28条事件手続運営上の留意点等に言及するものであ

る。内容としては、児童虐待に関する法的対応の制度とその問題点を検討し、とくに児童福祉法上の

制度について詳細に紹介する。これまで家庭裁判所関係者にあまりなじみのなかった児童福祉制度を

紹介しており、同制度の理解につながったものと思われる。28条審判については、虐待の各類型ごと

に判断基準を詳細に検討し、これらを踏まえて運営上の留意点が述べられるなど、28条事件の実務に

有益な内容となっている。また解釈上の論点――28条審判を本案とする保全処分の可否や28条審判の

効果等――についても詳細な検討が加えられている。

これまで児童虐待問題にあまり積極的に対応してこなかった司法分野ではあったが、本論文は啓発

的影響と共に、実務への影響も大きく、その後の家庭裁判所関与のあり方について一石を投じた論文

であるといえよう。
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【文献9】吉田恒雄編『児童虐待への介入』（尚学社、1998年）

児童虐待に関する法制度のあり方を考えるためには、児童虐待に対する多面的な理解が不可欠であ

る。本書は、こうした観点から、児童虐待に対する法的介入――とくに強制的介入――について、民

法、児童福祉法を中心とする現行法制度の解釈を中心に、司法、心理、福祉、医療といった学際的な

立場から、児童虐待への介入について論じるものである。

法学的検討としては、児童虐待に関する法制度、28条審判による入所措置をめぐる問題、親権喪失、

28条事件を中心とする保全処分制度の他、家庭裁判所における調査官の役割や弁護士実務から見た児

童虐待事件及び被虐待児への面接技法についてそれぞれ検討されている。

その後、刑事的介入に関する論文を加えて、増補版が1999年に刊行された。

【文献10】桑原洋子＝田村和之編『実務注釈　児童福祉法』（信山社、1998年）

本書は、1997年の第50次改正までを対象として、児童福祉法の逐条解説をする大部の注釈書である。

本書の目的は、「各条文ごとに判例に重点を置き、学説を検討し、実務の客観的状況を明らかにする

ことにより、今後の児童福祉のあり方を模索する」ことである。内容としては、児童福祉法の総論的

解説に始まり、各条文ごとに参照条文、参考文献、判例とその評釈、当該条文の趣旨、改正経過に続

いて、条文の個々の問題点について解説が付されている。刊行当時から時間が経過しているとはいえ、

明確な方針のもとに編集され、児童福祉法の解釈を知る上でたいへん貴重な文献である。また、判例、

参考文献なども有益である。

【文献11】中村昭代他「児童虐待に関する家事事件の調査及び関係機関との連携について」『家庭裁判

月報』51巻6号（1999年）95～143頁

本論文は、大阪家庭裁判所における児童虐待事件調査の実状等を報告するものである。内容として

は、児童虐待の定義を踏まえて、家庭裁判所の審理対象と審理の枠組みについて総括的検討をし、各

論としてモデル事例に則して、調査方法及び関係機関との連携のあり方を論じ、最後に児童虐待事件

調査の勘どころを「虐待事件に臨む姿勢について」としてまとめている。

児童虐待事件が家庭裁判所に係属した場合の家庭裁判所の対応について具体的に述べられ、調査・

審理の内容を把握することができるなど、本論文は、たいへん有益な資料となっている。家庭裁判所

関係者はもちろん、弁護士、児童相談所関係者にとって必読の論文である。

【文献12】橋本和夫「子の虐待と家庭裁判所」『ケース研究』249号（1996年）62～86頁

本論文は、家庭裁判所における虐待問題への取り組みが始まろうとするときに、家庭裁判所調査官

が初めて児童虐待問題について本格的に論じた論文である。内容としては、虐待についての知識や法

的対応方法を概説した上で、家庭裁判所における虐待事件を調査する上での留意点を挙げている。す

なわち、①危機介入という視点をもつこと――迅速性と事態把握の適正性、②虐待親への面接技法を

駆使すること――虐待親の特徴に見合った面接技法を駆使すること　③子どもの調査の難しさの克服



――表現能力の問題、調査についての子どもの理解、被害児への感情移入のおそれである。これらの

点は、家庭裁判所での経験や研究の成果と思われるが、その後の家庭裁判所における対応方法に重要

な示唆を与えている。文末に付された児童福祉法28条事件の一覧表も有益である。

【文献13】児童福祉法規研究会編『最新　児童福祉法　母子及び寡婦福祉法　母子保健法の解説』（時

事新報社、1999年）

【文献10】とは対照的に、本書はその系譜からみても、児童福祉法について、いわば厚生省の公権

的解釈を示すものであり、通知その他に言及している。1951年以降の児童福祉法行政の状況や変遷を

知る上では不可欠の資料である。

（吉田恒雄）

２　民法分野

【文献14】辻朗「親権喪失制度について―子の虐待との関連を中心として―」『谷口知平先生追悼論文

集1 家族法』（信山社、1992年）291～310頁

子の虐待に対する民法上の対応として基本的に重要なのは親権喪失宣告制度である。しかし、この

制度の利用は多くない。そこで、親権喪失宣告制度が実効性あるものとしてうまく機能しうる制度あ

るかを伝統的な民法理論に基づいて検討した論文である。

立法史をみると半封建的性格をもつ明治民法のなかで親権はもともと近代的性格をもつものだった

とはいえ、戦後の民法改正が「子の福祉」まで直接的な射程に入れていなかったことから、民法は親

権を親の側から観念していることは否定できないという。こうした特色をもつ親権に関する喪失制度

が、立法当初は考えに入れられていなかった子の虐待に有効に対処しうるのかを検討している。子の

虐待は、主に「親権の濫用」との関連で問題になる。親権濫用は、権利者の適切妥当な権利行使の期

待に基づく権利濫用法理の中に位置づけられるべきだし、また権利濫用法理に非常になじみやすいも

のだという。親権（身上監護権）の濫用とは、親権者が親権を認められている社会目的から逸脱して、

それを事実上もしくは法律上行使することまたは行使しないことによって、子の福祉を著しく害する

ことになるという。この判断基準は、身上監護権行使の自由も肯定せざるをえないので、親権濫用は

いかに子の福祉を害しているか、その程度が著しい場合に限られるべきだという。そして、「親権喪

失制度は、それ自体は子の福祉を積極的に促進するための制度ではなく、子の福祉が著しく害されて

いることが親権者の義務不履行に起因するときに、事後的に、その親権を剥奪することにより当該親

権者以外のもとでの子の福祉を実現させることを目的とするものである。子の福祉の実現ということ

からいえば、この宣告により当該親権者以外のところで監護教育される子に対して、その後における

親権の行使を名目とする不当な干渉を排除できることこそが、この制度のはたすべき重要な機能のは

ずである。したがって、現実に子の福祉が著しく害されている場合には、親権者の有責性の有無にか

かわらず、児童福祉法に基づく措置などなんらかの保護・救済手段が講じられなければならないとし

ても、それが親権者の責に帰すべき事由に基づかない場合にその親権を剥奪しても、著しく害されて
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いる子の将来にわたる福祉にとってほとんど実質的な意義はない」として、子の利益、子の福祉の観

点から濫用かどうかを判断し、親に責任がないときも親権喪失を認めるべきだという見解には反対す

る。

【文献15】吉田恒雄「児童虐待防止制度試論―予防・発見・通告を中心に―」田山輝明他編『現代家

族法の諸相　高野竹三郎先生古希記念』（成文堂、1993年）179～212頁

児童虐待の特質にはどのようなものを挙げることができるだろうか。古くから見られる親の貧困に

よる子どもの放置、「しつけ」に名を借りた折檻のほか、親のストレスのはけ口が子どもに向くよう

な「家族病理的」もしくは「社会病理的」虐待も存在する。虐待は当該の親子間だけではなく、世代

を越えて虐待のサイクルが継続していくという。こうした児童虐待に対しては子どもの保護や親子再

統合が問題になるが、虐待が発生してからいかに対処するかに比べて、虐待を予防する方が子どもの

保護のためには有効であり、費用の点でもはるかに少なくて済むという。

このような視点から見て、わが国の保健、医療、福祉、教育、法律の各分野の制度は十分なものと

いえるのだろうか。本論文は、わが国の児童虐待防止のための総合的制度のあり方を、虐待の予防お

よび発見・通告に焦点を絞って議論するものである。

児童虐待対策の基礎には「児童の権利条約」が置かれ、この条約の趣旨に従えば、子どもの保護が

必要なときでも、できる限り親子分離せずに親による養育を継続する方法で行われなければならない

という。また親子分離がなされても、親の第一次的養育責任からすると、国は、親による本来の養育

を回復し、家庭復帰のための援助をしなければならないという。親子分離ができるだけ行われないた

めには、児童虐待の予防施策、問題発見施策の充実が重要になるのである。

児童虐待の予防対策は、一般市民と児童福祉の専門家を対象とした啓発・教育のための一般的予防

対策と、児童虐待の危険の大きい親子を対象とした援助、治療である個別的予防対策がある。一般的

予防対策の充実は、児童虐待に対する社会認識を深め、被虐待児とその親に対する援助を充実させ、

さらに虐待の発見を容易にして、子どもを親の私物視する意識を変えて、子どもの養育に対する社会

全体の責任の自覚にもつながる。一般的予防の方法としては生活援助・啓発活動・相談活動が挙げら

れている。個別的予防対策としては、リスクの高い家族・親等の虐待要因の治療・援助が効果をもつ

が、その実施には、自発性や家庭介入への法的問題等様々な問題があるとも指摘されている。個別予

防の方法としては、保健所等による健康診査、ハイリスク児・ハイリスク親に関する育児相談・妊産

婦教育が重要だという。

児童虐待の発見と通告に関しては、アメリカの通報法を参考にして日本の通告制度の不備をどのよ

うに克服して、より実質的内容をもつものにしていったらいいかが検討されている。他方、アメリカ

の通報制度の問題点も指摘されている。

最後にアメリカとは異なる虐待予防制度をもつイギリスの制度に言及した上で、日本における保健

所を中心とする母子保健制度の重要性とその活用が指摘されている。



【文献16】許斐有＝白石孝「親権の消極的濫用を理由とする親権喪失宣告―児童相談所長の申立によ

り認容された事例の考察―」『社会問題研究』42巻2号（1993年）47～75頁

「《判例研究》身体的虐待を理由とする親権喪失宣告―児童相談所長の申立により認容された事例の

考察π」『社会問題研究』44巻2号（1995年）175～198頁

「《判例研究》児童福祉法28条による施設入所措置の承認―児童相談所長の申立により認容された事

例の考察∫」『社会問題研究』45巻2号（1996年）245～267頁

児童相談所長による裁判所への申立が認容されたケースの事例研究である。πからは判例研究とい

う表題が付されている。たしかに裁判所に申し立てられた事例なのでその意味では判例研究であるが、

内容的には児童相談所の児童福祉司がケースの紹介と詳細な分析を行い、研究者が親権法・児童福祉

法制の中での位置づけ、当該のケースを通して明らかになった他のケースでも問題になる論点の分析

を行うという役割分担をして試みられたケース研究である。いずれも具体的なケース、未公刊判例を

検討するという今日では個人情報保護との関連もあり、なかなか行われにくいタイプの論考である。

児童福祉法28条に関する研究はその後ある程度の進展を見せたといえようが、ネグレクト事例や児童

相談所長からの親権喪失申立に関する事例の研究は少ないため、現時点でも有用性を失っていない。

このような研究に接すると、児童相談所と法律学の研究者による共同の事例研究の必要性と有効性を

現在でもなお感じさせる。

【文献17】吉田恒雄「児童虐待に関する法的対応のあり方」『早稲田法学』69巻4号（1994年）67～93

頁

【文献15】が、児童虐待の予防・発見・通告を中心に論じているのに対して、本論文は、まず児童

虐待に対する法的対応の理念を児童の権利条約に基づいて明らかにする。その上で、民法、児童福祉

法、人身保護法による強制的介入の方法とその問題点が検討される。さらに、刑法による対応を検討

して、刑法が児童虐待への対応において果たしうる機能と問題点が検討される。このような段階的に

次第に強くなっていく介入の度合いに応じた法的対応について順を追って論じていくことの根底に

は、児童虐待への法的対応には、関係する当事者の人権に配慮した手続と基準が必要であるとの認識

がある。児童虐待の予防・発見段階では、法の機能は親による養育を可能にする条件整備にある。こ

れに対して強制的介入の段階で、子どもの公的保護と親の監護教育権の紛争となったときには、その

判断は司法に委ねられねばならず、この段階での法の役割は、対立する利益の調整のための判断基準

ということになる。しかし、法以外の社会規範や援助手段が存在するときにはそれらによるべきであ

って、それが不可能なときにはじめて、適正な手続に基づく法的介入が強制的になされるべきである

と主張する。

【文献18】津崎哲郎「親権と子どもの利益――児童虐待をめぐって――」『家族＜社会と法＞』10号

（1994年）140～154頁

1993年11月13日に行われた日本家族＜社会と法＞学会の学術大会「児童の権利に関する条約をめぐ
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る問題―子どもと家庭―」での報告である。児童虐待の定義から説き起こす。児童相談所が行う児童

虐待への援助の一環として親権制限の問題も取り上げ、最後に児童の権利条約との関連について論じ

ている。児童虐待への援助としては、∏在宅指導、π緊急一時保護、∫保護者の同意による施設入所、

ª家庭裁判所申立て（児童福祉法28条）による施設入所、º親権喪失申立てである。それぞれについ

て、その具体的内容と実施にあたっての課題が示されている。民法親権法に直接関連するのは、親権

喪失申立てである。「児童福祉法28条の申立てによる処遇では実効が得がたいとき、最後の対処方法

として」行われるのが親権喪失申立てである。実際には児童相談所長からの親権喪失宣告請求（児童

福祉法33条の6）は、きわめて稀にしか行われないが、親権喪失宣告の請求を本案として、「保全処分

（親権の一時停止と代行者の選任）が可能なので、そのうえで親権の変更や監護者の指定など、別の

養育者を確保することによって問題の解消を図るという方法も可能である」と指摘する。（親権喪失

申立てにあたっての課題についてはⅡ3判例の動向の（2）民法①親権喪失を参照のこと。）

また、児童の権利条約との関連で民法上特に重要な指摘は、条約12条（意見表明権）に関して、従

来の児童福祉の実務では、児童を権利の主体者としてとらえ、手続き上、児童の権利を制度的に保障

しようという発想は存在しなかったという。児童の意見表明は、ケースワーク・カウンセリングの技

法を活用して本意を汲み取り、併せて年齢・能力に応じた情報提供を十分行った上で意見を聞く必要

が強調されている。

【文献19】弁護実務研究会『児童虐待ものがたり―法的アプローチ―』（大蔵省印刷局、1997年）

弁護士がかかわった児童虐待ケースの紹介部分とかれらの座談会部分から構成されている。身体的

虐待（4ケース）・性的虐待・精神的虐待・遺棄（各1ケース）に分けて各ケースでどのような対応を

したかが紹介されている。民法や児童福祉法上の法制度が存在していても、それら制度は児童虐待事

例から子どもを救出するための制度としては十分な制度ではないという側面と、制度はあってもそれ

を使う関係者・関係機関が十分に制度を使いこなしていないという側面があることを指摘している。

その意味では法的介入の方法の改革に向けた（例えば、親権喪失請求権者に公益の代表として検察官

が加えられているが、検察官が請求することは現実にはまずないので、公益代表としての請求権者に

弁護士会長を加えるべきだというような）議論や制度をこのように使って対処したといった、いわば

児童虐待への法的対応の比較的初期段階での経験を報告することによって一般市民にとっても、専門

家にとっても法的対応や法制度がどうあるべきかについて問題を提起する啓発的な内容になってい

る。その中でも特に目につくのは、親権の義務性を主張する議論と関係機関の親権への配慮に起因す

る対応の遅れや鈍さへの苛立ちである。

（鈴木博人）



３　刑事法分野

【文献20】小林寿一「犯罪・非行の原因としての児童虐待―米国の研究結果を中心に」『犯罪と非行』

109号（1996年）111～129頁

本論文では、アメリカにおける児童虐待と非行に関する調査研究、児童虐待と非行との関連のメカ

ニズム、少年の性犯罪者の攻撃性に児童期の被虐待経験が影響を及ぼすプロセスに関する筆者が行っ

た研究が紹介されている。本論文は、研究者が児童虐待と非行の関連性を認識する契機となった論文

であると言っても過言ではないと思われる。本論文発表以前にも児童虐待と非行の関連性を示す論文

はみられたが、調査研究としては、対象者数が少なかった。これに対し、本論文で紹介されたアメリ

カにおける児童虐待と非行に関する調査研究では、908人の虐待経験のある者を被虐待群とし、比較

対照群667人と比較し、非行歴や成人後の逮捕歴等を検討している。その結果は、非行歴で26％対

17％という結果が導かれている。

【文献21】萩原玉味＝岩井宣子編著『児童虐待とその対策―実態調査を踏まえて』（多賀出版、1998年）

本書は、女性犯罪研究会が、1993年から1995年までの3年間にわたって行った児童虐待の実態調査、

内外の文献収集・分析をもとに、児童虐待の病理性、外国の事情・法制、日本での対応策について検

討を行った結果をまとめたものである。特に、児童虐待の実態に関しては、女性犯罪研究会が独自に

行った調査をもとに統計が取られている点で注目に値する。また、外国の対応策については、アメリ

カ、ドイツ、イギリスが取り上げられ、わが国における対応策については、刑事的アプローチ、福祉

的アプローチ、治療的アプローチという3つに分類され、多角的に検討が行われている。特に刑事法

的アプローチに関しては、後掲文献（【文献22】）の著者である安部哲夫が担当し、刑事法的対応のデ

メリットや刑法の謙抑性等に言及した上で、「それにもかかわらず、そしてそうであればこそ、児童

虐待を特別の犯罪類型として意識し、かつ新たな構成要件を整備する必要性を強く感ずる」と刑事的

対応の必要性を強調している。

【文献22】安部哲夫「児童虐待の刑事法的対応について」『北陸法学』7巻1号（1999年）1～20頁

本論文は、アメリカにおける児童虐待対策、特にカリフォルニア州における児童虐待への刑事法的

対応を参考に、わが国における児童虐待の刑事規制の検討を行っている。刑事規制について詳細に検

討し、そのあるべき姿を明確に示しており、その点で先駆的である。本論文が主張する刑事規制の主

なものは、誤報通告者への免責と不通告者への刑事罰、親権者または監護責任者による児童への虐待

傷害罪および虐待致死罪、親権者または監護責任者による児童への性的虐待罪である。虐待行為自体

に対する刑事規制は、後者2罪であるが、これらは刑法ではなく、児童福祉法34条1項に導入すべきで

あるとの主張がなされている。それは、児童福祉法に規定されると、事件の管轄が家庭裁判所になり、

児童の立場や家庭環境の調整について、より保護的な対応が可能になるからであるとされている。ま

た、筆者は、刑法の謙抑主義を重視し、刑事法的対応は、まさに最後の手段（ウルティマ・ラティオ）

であるべきであるという考えから、刑法ではなく、より柔軟な児童福祉法にこれらの規定を置くべき
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であると考えているようである。

【文献23】岩井宣子「児童虐待の病理と対策」『犯罪と非行』120号（1999年）4～28頁

本論文は、統計を用いて児童虐待の実態を明らかにし、児童虐待の対応策について予防、発見、調

査・評価・救済、そして刑事規制という4つの角度から検討をしている。予防においては、母親の育

児負担の軽減のための社会的支援体制の整備や児童虐待のおそれのある致死傷事件を扱った警察によ

る児童相談所への通告の必要性が主張され、発見段階では、通報があった場合に警察が速やかに調査

を開始する等の積極姿勢をもつことや、保健所、医療機関、保育所、学校、警察等の関係機関職員に

対する罰則なしの通告義務の明定等が主張されている。また、調査・評価・救済においては、関係諸

機関の連携の強化等が主張されている。刑事規制に関しては、「『法は家庭に入らず』の原則は、暖か

い家族関係が崩壊している家庭には、適用されるべきではない」との強い主張がなされている。また、

子どもの最善の利益を考慮し、福祉的アプローチを評価しながらも、必要な場合には、親権者に対し

ても強行措置がとられうる法的根拠として、児童虐待に対する刑事規制を盛り込んだ包括的規制法の

立法の必要性が説かれている。

【文献24】明治学院大学法学部立法研究会編『児童虐待―わが国における現状と課題』（信山社、1999

年）

本書は、1997年6月に行われた明治学院大学立法研究会シンポジウム「児童虐待―わが国における

現状と課題」をまとめたものである。同シンポジウムでは、法学的観点からだけでなく、実務や精神

科、社会学等の観点からの報告が行われ、児童虐待について多角的な検討が行われている。それぞれ

の分野での現状、諸外国の状況、児童虐待の対応策問題点やそれに対する提言などがまとめられてい

る。法学的観点からは、中谷瑾子が児童虐待の実態と法的対応について総合的に報告し、安部哲夫が

児童虐待の規範化、通告義務の問題、児童相談所や家庭裁判所の法的機能の強化について報告してい

る。報告後の討論においても、親権の問題、通告義務の罰則化等法的問題が取り上げられている。

その他、参考資料として全国各地での子ども虐待への取り組みの紹介や法医学からの調査報告等有

益な資料が掲載されている。また、多くの参考文献がリストに挙げられている。

【文献25】林弘正「児童虐待、特に『親による性的虐待』に対する刑事規制について」『常葉学園富士

短期大学研究紀要』2号（1992年）67～93頁、同著『児童虐待　その現況と刑事法的介入』（成文堂、

2000年）所収

筆者は、性的虐待に関して数々の研究を行い、性的虐待の刑事法的介入に関して提言を行っている。

本論文は、その研究および提言の初期のものであるが、児童虐待、特に性的虐待に関して、事例研究

及び刑事規制についての考察が詳細に行われている。刑事規制に関しては、児童の権利条約19条から、

「『親による性的虐待』に対して何らかの刑事規制の措置が検討されねばならない」とし、「『親による

性的虐待』を規制するための新たな犯罪類型の設定」が必要であるとしている。具体的には、「ドイ



ツ刑法174条1項3号の規定を参考にわが改正刑法草案301条2項として同種の規定をおき、同2項を3項

とすることが一つの方策」であるとされている。

（初川愛美）

４　児童福祉分野

【文献26】全国児童養護施設協議会「特集　児童養護施設における被虐待児処遇の実際」『児童養護』

30巻3号（2000年）4～33頁

本誌発刊30周年を記念して4回の児童養護セミナーを催したが、その3回目にあたる「児童養護施設

における被虐待児処遇の実際」をテーマとしたセミナーの報告が特集となっている。特段、児童虐待

防止法の成立をにらんだ企画ではなく、むしろ、児童養護施設での日常における困難な課題として、

被虐待児の処遇に着目し、現場職員の問題意識に答える学習資料としての意味合いが強い編集となっ

ている。構成は、法医学者・児童相談所の虐待専門委員会に参加している弁護士・児童相談所職員を

擁したシンポジウム、同意入所の難しさから28条申し立てに踏み切った「虐待を行う親へのアプロー

チ」・「トラウマを抱えた子どもとほかの子ども集団との適応課題」・「問題行動を起こす子どもへ

の対応」という各事例報告からなっている。施設入所に際する親権者の同意、親権を持たない保護者

の面接要求への対応は、児童養護施設に共通の課題として話題に上っている。このうち非親権者の面

接交渉については、近年「子どものために必要がある」から家庭裁判所が認めるようになってきた経

緯をうけて家裁への申し立てを経なくても積極的に児童相談所が認めてかまわないという流れに変わ

ってきている旨がシンポジストより報告され、「子どものために法律があると思っています」（安部計

彦・北九州市児童相談所判定係長）と締めくくられている。

【文献27】日本子ども家庭総合研究所「特集　虐待をめぐって」『母子保健情報』42号（2000年）2～

172頁

本書は、児童虐待防止法の施行を期に、「特集　虐待をめぐって」を組んで刊行された。厚生省児

童家庭局母子保健課が編集協力している本誌の性格上、児童虐待防止法制定の趣旨に即した内容の論

考が盛り込まれていると見てよいだろう。

実際、才村純「児童虐待対策の現状と課題、その解決方向について」、川�二三彦「児童虐待と児

童相談所」、平湯真人「『児童虐待の防止等に関する法律』の概要と残された問題点」、前橋信和「『児

童虐待の防止等に関する法律』及び関係通知等の概要」では、新法によって実効性を増し強化された

虐待の発見と介入のためのシステムを解き明かし、さらに積み残しになった課題について言及してい

る。

一方で、「早期発見・早期対応に向けて第一線レポート」として、児童虐待の近くに位置する可能

性のある専門職―産科医、助産師、小児科医、保健師、児童福祉司、保育士、養護教諭―が報告を寄

せているが、このうち児童福祉司を除いては法的処遇によらない各専門職域での家族支援について、

具体的な取り組みの可能性が述べられていて興味深い。こうした法律以前の有機的な動きを活発化さ
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せたのも、新法制定の効果の1つに数えられるだろう。

（田澤薫）

【文献28】厚生省児童家庭局企画課監修『児童相談所運営指針』（日本児童福祉協会、1990年）

本資料は、児童相談所の適正な運営及び相談援助活動の円滑な実施を目的として作成された業務運

用に関する指針である。本指針は『児童相談所執務提要』（1977年発行）を、1990年に『児童相談所

運営指針』と改称し、内容の見直しも全面的に行なわれ策定されたものである。改訂の経緯は以下の

2点と考えられる。1つは、「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に

関する法律」の制定（1986年）により、児童福祉施設入所措置等の団体事務化が実施されることにな

り、児童相談所の運営に関して新たな内容を追加する必要が生じたためである。もう1つは、1989年

に国際連合において採択された「児童の権利条約」を反映して、相談業務に関して、子どもの権利擁

護の尊重および子どもの最善の利益に対する配慮が行なわれたからである。

当時の児童相談所の運営及び活動は、本指針、すなわち厚生省児童家庭局長通知「児童相談所運営

指針について」（平成2年3月3日児発第133号）を基にして行なわれていたが、本通知の作成担当者の

一人であった柏女霊峰は、本指針について以下のように述べている。「∏児童相談所の運営の特徴を

①診断主義、②チーム・アプローチと合議制の2点を根幹に据えて明確化したこと、π児童相談所事

務の団体事務化にともない、児童相談所運営の地域間格差が広がることのないよう、運営指針の行政

通知としての位置付けをより明確化し、国としての考え方を改めて提示したこと、の2点が本指針改

訂の最大の特徴といえるのである。」（柏女霊峰「児童相談所運営指針通史」『淑徳大学大学院総合福

祉研究科研究紀要』13号〔2006年〕52頁）。この記述が示すように、近年の児童を取り巻く状況に応

じて、また団体事務化の影響を受けて、児童相談所の役割が、本指針から徐々にではあるが変化して

きたことを理解することができる。しかし、児童虐待の対応に即した内容を確認すると、本指針にお

いては記載量が非常に少なく、また法的部分の運用に関する箇所も特記事項はなく、要保護児童につ

いて児童福祉法の規定のもとに対応する旨が記されているに過ぎなかった。とはいえ、その当時、日

本においても社会問題として児童虐待の問題が顕在化し始めており、その影響を受けてか厚生省は児

童相談所を通じて集計する全国統計の様式（項目）を改定した。その結果、児童虐待相談件数の集計

が、この指針の規定から開始され始めた点は着目するところである。

【文献29】厚生省児童家庭局企画課監修『児童相談所運営指針　改訂版』（日本児童福祉協会、1998年）

本資料は、1990年に発行された『児童相談所運営指針』【文献28】を改訂（1998年）したものであ

る。改訂の理由は、1994年の「児童の権利条約」批准による児童の最善の利益を主眼とした相談援助

活動への展開と、1997年の児童福祉法改正に伴い児童相談所の新たな取り組みが実施されることとな

ったからである。特に注目すべき部分は、深刻な児童虐待事例への対応が、今回の改訂内容に付加さ

れた点である。虐待への法的な対応に関しては、特に立ち入り調査、一時保護、児童福祉法28条の活

用、親権喪失宣告の請求等について、本指針および厚生省児童家庭局長通知「児童虐待等に関する児
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童福祉法の適切な運用について」（平成9年6月20日児発第434号）に基づいて実施する旨が明記されて

いる。

虐待に関連する記述について、法的部分を中心に確認すると、具体的には概ね以下のようにまとめ

られる。1. 調査については、∏面接では、虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で児童の心

身の状況を直接観察することが極めて有効であり、児童の来所が望めない場合、可能な限り早期の段

階で児童の家庭や所属集団等において児童の観察を複数の職員により行なうこと。π立入調査（児童

福祉法29条）では、虐待や放任等の事実の蓋然性、児童の保護の緊急性、保護者の協力の程度などを

総合的に勘案して、児童福祉法28条に定める承認の申立の必要性を判断するために調査が必要な場合

にも行なえることに留意すること。立入調査に当たっては、必要に応じ、児童又は調査担当者に対す

る保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう警察に対する事前協議を行い、連携によ

る適切な調査を行い、その状況に応じて一時保護につなげるなど児童の福祉を最優先にした臨機応変

な対応に努めること。 2. 一時保護では、虐待・放任等を受けた児童を家庭から一時引き離す必要が

ある場合、本指針に定めるほか、前述した第434号通知に従うこと。 3. 児童福祉法28条の規定に基

づく請求では、∏その条件として、①保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他

保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、児童福祉法27条1項3号の措

置をとることが児童の親権を行なう者又は後見人の意向に反する場合。②上記①に該当する児童で、

児童を現に監護している者から親権を行なう者又は後見人に引き渡しても同様の児童虐待、監護の懈

怠等が明らかに予想される場合等。π施設入所の措置を採るに当たっては、親権を行なう者又は後見

人の意向を十分聴き、その同意を得て行なうことが望ましいが、それが困難な場合には児童福祉法28

条の請求を行なうが、これによっても児童の福祉が守りがたい場合には親権喪失宣告の請求も検討す

ること。 4. 親権喪失宣告の請求及び保全処分の申立では、∏親権の濫用又は著しい不行跡が認めら

れる場合には親権喪失宣告の請求を検討すること。これには、児童相談所や施設の指導にもかかわら

ず、親権者が再三にわたって児童を施設から強引に連れ戻し虐待等を続ける場合も含まれる。π親権

喪失の審判があるまでの間、緊急に児童を保護する必要がある場合には、家事審判規則74条1項に基

づく審判前の保全処分（親権者の職務執行停止及び職務代行者選任）の申立を検討すること。

このように、本指針は、児童虐待への対応に関する記載量が多く、第434号通知に基づき現行の法

律を十分に活用し積極的に臨むことが、児童相談所の役割として必要であるということが強調されて

いる。また、具体的に法律をどのように活用すべきかについても、これまでの指針と比較すると詳細

に渡り述べられており、その点も本指針の特徴であると言える。この1990年の改訂から児童相談所の

機能自体が虐待対応によって大きく変容してきていること、そして従来の運営指針とは違い、虐待に

対応するために法的内容が多く盛り込まれたものとなっている点にも留意する必要がある。

（加藤洋子）
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【文献30】大阪府児童虐待対策検討会議『被虐待児童の早期発見と援助のためのマニュアル（第一次

版）』（大阪府福祉部福祉総務課保健福祉政策室、1990年）

日本で最も早い時期に編集された児童虐待の対応の手引きである。大阪府では、府下を対象に1988

年に行った「被虐待児のケアに関する調査」（大阪府児童虐待調査研究会）の結果を踏まえて、1989

年に児童虐待対策検討会議と児童虐待マニュアル検討委員会を発足させた。本書は、その成果である。

全101頁の本文に、行政文書の書式をはじめとする資料が付されている。

「はじめに」に「わが国最初のマニュアルであり不備も多いが、さらに取り組みが進み制度が充実

することによってより高度のマニュアルへと発展する礎になることを願う」とあるように、まとまっ

た手引きとして全国初のものである。しかしながら、マニュアル検討委員会は大阪府と府下の市の関

係機関職員ですべて構成されており、全国的な視野にたって指標を提起するというよりは、大阪府の

児童虐待対策の現場に直結した手引き作成が編集目的であったと見られる。

本書は、児童虐待の概念把握から書き起こされ、大阪府独自の詳細な判断基準を伴った児童虐待の

定義が述べられている。また、従来から、児童相談所での実際的処遇は、厚生省の「児童相談所運営

指針」【文献28】のほか大阪府児童相談所の内規である「被虐待児童処遇マニュアル」によっていた

とあり、大阪府での児童虐待問題への取り組みの早さが指摘できるが、いうまでもなく背景には、

1988年度下半期で403件（「被虐待児のケアに関する調査」報告）という全国に比して多い児童虐待の

問題がある。

児童相談所、保健所、医療機関での児童虐待の見極めと具体的な対応に関しては、詳細な記述をも

って積極的な姿勢を奨励している本書であるが、法的な側面については困難な認識を前に躊躇が顕著

である。児童福祉法28条による申し立てについては、「この場合は、養育者との対立関係が生じ、ケ

ースワーク処遇が困難になる場合があり、家庭裁判所への申し立ての判断は極めて困難かつ微妙なも

の」（81頁）とされ、具体的な問題点として①家庭裁判所の承認を得て施設入所の措置をとった後に、

親権者が家庭引き取りを主張すれば応じなければならない「承認の限界」、②申し立てから審判まで

少なくとも1ヶ月以上、審判から保護者への通知や抗告期間を経て確定までに1ヶ月という「要する期

間」、③「ケースワーク関係への影響」を挙げ、消極的な立場をとっている。

【文献31】東京都福祉局子ども家庭計画課『子どもの虐待防止マニュアル―虐待への気づきと対応、

援助のために―』（東京都福祉局子ども家庭計画課、1996年）

冒頭に「子どもの虐待に関わる様々な関係機関の人たちが共通に利用し、虐待の早期発見や適切な

対応を行っていくためのもの」（「発刊にあたって」）と明記され、公的機関による早期発見が編纂の1

つの意図として読み取れる。本書は、「子育て支援」に関する東京都児童福祉審議会答申を受けて、

1993年秋に発足した都福祉局、衛生局、教育庁の関係職員による「児童虐待マニュアル作成検討委員

会」が、2年余にわたって医師・弁護士らに協力を仰ぎ、児童相談所・福祉事務所・保健所・医療機

関・学校・警察等を巻き込んで事例検討を行って編んだ成果であるという（64頁）。「早期発見のため

のチェックリスト」（14－17頁）は、子どもと関係機関職員が接点を持つ各場面ごとに具体性に富ん
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だ項目がならび、多方面の専門職の実務経験が集められたことがうかがわれる。また関係諸機関を

「調整機関」と「協力機関」に分け、連携と責任の考え方を詳細に説いている点で、本マニュアルは

秀逸である。しかしながら初期のマニュアルとしての限界もみられる。一例をあげれば、「援助のポ

イント」として第1にあげられているのが「指導的な対応を避け、共感的な関わりをもちながら援助

にあたる」といった、ソーシャル・ケースワークの初歩を学んだ関係機関職員にとっては知識として

はごく常識の範囲の内容であり、一方で、「指導的な対応」と敬遠されるのはどのようなことか、と

か「共感的な関わり」とはどのようなことか、などといった職員個人の力量が大きく差が出る場面へ

の具体的な踏み込みはない。

【文献32】厚生省児童家庭局企画課監修・子ども虐待防止の手引き編集委員会編『子ども虐待対応の

手引き』（日本子ども家庭総合研究所、1997年）

全国的は手引きとしては初めてのもので、保育所保育士、幼稚園や学校の教職員、保健所保健師、

民生・主任児童委員等の家庭に身近な関係機関職員を対象に、早期発見と早期通告・相談を促す目的

で作成された。総頁数60頁に満たないコンパクトな冊子で、虐待発見の目安や対応については箇条書

きが主体となっている。

「あなたは、子ども虐待のケースに関わったことがありますか」（6頁）と書き起こされている本書

は、虐待について理解が深いといえない限定された読者の意識改革に焦点がしぼられた構成となって

いる。したがって法的対応については概要が紹介されているにとどまり、むしろ「親権者への遠慮や、

守秘義務との関係でためらうこともあるでしょうが、子どもの命を守り、権利を救済するために、一

人で抱え込むことなく、勇気をもって通告や相談をしてください」（51頁）と述べ、児童関係の専門

職である読者を励まし、早期通告・相談につなげることに力点が置かれている。

【文献33】東京都児童相談センター『子どもへの虐待　相談処遇マニュアル』（東京都児童相談センタ

ー、1997年）

児童虐待の早期発見をねらって編まれた『子どもの虐待防止マニュアル―虐待への気づきと対応、

援助のために―』（東京都福祉局子ども家庭計画課・1996【文献31】）からの継承として、児童相談所

が作成した詳細な業務マニュアルである。増加してきている児童相談所での児童虐待事例の経験の蓄

積を共有し、実際の場面で何に留意しながらどのような手順で作業を進めるかが示されている。内容

は、児童相談所職員としての虐待事例にあたる際の心構えから、書類の書き方、調査の実際、資料の

集め方等に関するきわめて具体的な事柄まで多岐にわたっている。

法的手続きについては、「法的対応と手続き」の章が設けられ、「児童福祉法28条申立て」「親権喪

失宣告の申立て」「不服申立て」「人身保護法への対応」の各項目について解説されている。
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【文献34】横浜市子育てSOS連絡会『子どものSOS 養育者のSOSに応えるために　横浜市児童虐待

防止ハンドブック［改訂版］』（横浜市、1997年）

本書は、横浜市中央児童相談所を事務局とする横浜市子育てSOS連絡会が、企画・編集した地方自

治体版の虐待早期発見・早期対応マニュアルである。地域で子どもと関わることの多い関連機関（幼

稚園・保育所、小・中・高等・盲・ろう・養護学校、民生委員・主任児童委員、医療機関、福祉事務

所・保健所、児童福祉施設・児童相談所等）の職員に向けて書かれ、これら専門職が児童虐待とその

対策について共通の認識を持つことがねらいとして掲げられている。児童虐待の予防と対策を「子育

て支援という枠組みのなかでも展開されるべき社会的施策」と捉える姿勢は、従来の虐待を特別視す

る傾向とは一線を画し、先駆的である。ハンドブックには具体的に「保育所・幼稚園」「学校」「医療

機関」等の場面別に虐待を疑い得る視点を示しているが、いずれも「子どものSOS」とならんで「養

育者のSOS」をあげ、被虐待児・虐待者ともに援助を必要としている存在として描かれている。虐待

への援助者を孤立させないための拡大ケースカンファレンスなど職種を超えた連携についても力説さ

れており、「参考資料」の豊富な事例には「関わった機関」が列記され連携の具体を示している。

ハンドブックの編集意図が、虐待問題を抱える親子の援助にあるため、法的手段は前面に出ていな

いが、コラム扱いで「親権喪失の申立」「審判前の保全処分について」「施設入所に関して…π養育者

の同意が得られない場合」などについて説明されている。

【文献35】厚生省児童家庭局監修『子ども虐待対応の手引き』（日本児童福祉協会、1999年）

平成10年度に予算化し、幅広い関係諸領域からの多数の編集委員と執筆協力者が集まって編纂され

た『子ども虐待対応の手引き』が、一般の利用に供するために刊行されたのが本書である。前書の

1997年版『手引き』【文献32】の改訂ではなく、「児童相談所や児童福祉施設など虐待対応において中

核的な役割を担う機関を対象として、対応のノウハウを専門的に解説した国のガイドライン」（日本

子ども家庭総合研究所編『子どもの虐待対応の手引き　平成17年3月25日改訂版』〔有斐閣、2005年〕

377頁）と位置づけられる。本書は、「実践する過程で困った項目について事典感覚で引けるよう、対

応の流れに沿ってポイントとなる事項について詳細な解説が加えられている」（才村純「厚生省発行

『子ども虐待対応の手引き』」『母子保健情報』39号〔1999年〕103頁）というように、本文で300頁を

超える体裁が事典のようであるばかりでなく、「…どのように行うか」「…どう説明するか」等の具体

的方法を問う目次で構成され、その各項目に答える形で執筆されている。随所に具体例や事例が置か

れ、非常に詳細で具体的である。

法的対応についても項目ごとに盛り込まれており、虐待ケアに法的な対応が不可欠であるという認

識が根底にみられる。例えば児童福祉法28条の手続きについては、手続きの困難さの記述はなく、一

方で期間を短縮する方策として「いつごろどのような事件を申し立てる予定かなど、連絡担当の家庭

裁判所調査官とあらかじめ連携をとっておくと、その後の審理が円滑に運ぶことにつながる」（132頁）、

「申し立てた後は、ただ審判期日を待つといった姿勢ではなく、緊密に家庭裁判所調査官と連絡を取

り、調査への協力や必要な資料の追完等によって、迅速な心理に協力していく姿勢を示す」（132頁）
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等の実務上の工夫と、さらに「申し立て費用　収入印紙600円、郵便切手800円」「添付書類　申立人、

子ども、親権を行う者または保護者等の戸籍謄本」（139頁）等を含む手続きの実際の記述など、痒い

ところに手が届く情報が盛り込まれている。また、最近8年の審理結果（認容61％、取下げ35％、却

下1.4％）を紹介し、「家庭裁判所の判断が却下になりそうである場合でも、児童相談所としては福祉

侵害が明らかにできると判断した場合には、却下の審判に対して高等裁判所に抗告し、福祉侵害の存

否の判断を仰いで新しい判例を得ていくことも時には必要であろう」（133頁）と、従来にない一歩踏

み込んだ姿勢も示している。

本書には、専門機関の職員に必要とされる各場面での判断や対応に関するノウハウが網羅的に編纂

されているが、類書の嚆矢としてこの後の改訂を想定している。具体的には、「親や子どもへの心の

ケアのあり方、子どもへの意向確認の方法など」「介入の必要性や緊急保護の要否判断等に関する客

観的尺度（リスクアセスメント基準）」が、加筆の必要な項目として挙げられている（才村純「厚生

省発行『子ども虐待対応の手引き』」『母子保健情報』39号〔1999年〕106頁）。

なお巻末には、厚生省児童家庭局企画課監修・子ども虐待防止の手引き編集委員会編『子ども虐待

対応の手引き』（日本子ども家庭総合研究所・1997【文献32】）が全て収録されている。

【文献36】日本子ども家庭総合研究所編『子ども虐待対応の手引き　平成12年11月改訂版』（有斐閣、

2000年）

本書は、「児童虐待の防止等に関する法律」の施行を受けて改定された『子ども虐待対応の手引き』

に関連法令等の資料を付して、一般の利用に供するために刊行したものである。

具体的な変更点としては、「児童虐待の防止に関する法律」が警察等の関係機関との連携の強化を

謳っているのを受けて具体的な連携の実際について加筆された。例えば、前書では立入調査の項で

「警察には民事不介入の原則があるため、家庭内にみだりに入ることはできない」（『子ども虐待対応

の手引き』【文献35】258頁）と述べ警察の同行について慎重姿勢であったのが、本書では警察の「援

助」、警察との「連携」という位置づけに変わっている（248頁）。また、施設内虐待、苦情解決処理

システムに言及した。

なお2004年の児童虐待防止法と児童福祉法の改正を受けて『子どもの虐待対応の手引き　平成17年

3月25日改訂版』（日本子ども家庭総合研究所編〔有斐閣、2005年〕）に改訂された。

【文献37】日本弁護士連合会子どもの権利委員会『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル』（明石書

店、1998年）

児童虐待防止に関するマニュアルの刊行が相次ぐ中で、法律実務に特化した専門マニュアルとして

編集された。背景には、虐待事件に弁護士が関与することが徐々に増加し社会的にも要請されるよう

になってきた一方で、児童虐待そのものやその対応についての知識が弁護士全体の共通理解となって

いない現実があったとみられる。本書は、1995年に始まる日本弁護士連合会子どもの権利委員会「児

童福祉チーム」の研鑽の蓄積をまとめたものであり、児童虐待防止や対応にとくに早期から積極的に
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取り組みをなした先駆者たちの試行錯誤の成果といえる。虐待の理解から書き起こされ、相談を受け

た弁護士が、関係諸機関と連携しながら、いずれの法的手続によって問題をいかに解決に導くかの実

際が、項目ごとに詳細に解説されている。虐待問題の解決には、子どもへのケアと親への援助の双方

が必要であるという視点にたち、「相談を受ける者が法律家であるという資格を有していること自体

に価値がある」場合があるとして、相談者の「癒しと成長」に役立つ弁護士のケアマインドの重要性

が指摘されている（183頁）。すなわち、本書は、法律実務家である弁護士のための「法的」マニュア

ルでありながら、児童虐待に「法的」に向き合う場合に児童福祉的な姿勢が不可欠であるとする法律

実務家のための「福祉的」マニュアルでもある。児童虐待という問題の切り口として法が大きな役割

を果たすという自覚にたちながら、法だけでは問題の解決は望めない、方法論として福祉的な要素を

取り入れなければ法的実務自体が活かせなくなるという視座に立っている点が注目される。巻末資料

として「弁護士が関与した家事審判事例一覧表」、「『家庭裁判月報』に掲載された児童福祉法28条事

件の審判事例」、「昭和30年～62年までの児童福祉法28条による審判事例」が収められており、この時

期までの法的関与事例を集めたものとして貴重である。

（田澤薫）

５　非行・教護分野

【文献38】稲岡隆之「非行と虐待」『非行問題』206号（2000年）71～81頁

群馬県中央児童相談所心理判定員の稲岡隆之は、1990年から2000年という10年での児童相談所が非

行を虐待の視点から理解しようとするようになってきたことを14事例から解き明かした。本論の立場

は、まず、1990年から2000年という10年間が児童相談所の実務レベルでの児童虐待理解での転換期で

あったとみるもので、我々の研究における「第2期」の理解と重なり興味深い。「大阪府児童相談所の

調査では、性的虐待の39ケース中30ケースに非行的な問題行動が見られたという報告もある」と紹介

している論文（菅原昭秀「性的虐待をめぐって～大阪府児童相談所の報告」『第16回児相研セミナー

報告書』1990年）の発表も1990年である。1990年から2000年にかけて、非行を虐待からどう解き明か

すかが問題提起され引き受けられてきたと理解してよいだろう。

稲岡は、1つの非行事例を捉えるのに虐待の視点を持つか否かで、虐待事例に特有な傾向（例えば

虐待関係の再現性や解離症状）への配慮が可能になると主張し、治療環境・治療システムの構築を1

つのゴールとして考えている。したがって、その論に法的な提言はまったく含まれていない。

（田澤薫）

６　心理分野

【文献39】西澤哲「子どもの虐待への対応－治療的介入のためのシステムについて－」『子どもの虐待』

（誠信書房、1994年）182～197頁

本論文は、臨床心理学的な視点から、児童虐待という現象を適切に理解し、子どもと家族への援助

方法と今後の実践の枠組みについて提示したものである。児童虐待が及ぼす心理学的問題への提起と、
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その援助の重要性を示した日本における初期の文献と言える。具体的には、虐待経験が子どもに及ぼ

す心理的影響、虐待が生ずる家族力動の心理的特徴、および子どもや家族への心理治療的アプローチ

を中心に論じている。

法制度に関しては、本著の第7章にあたる「子どもの虐待への対応－治療的介入のためのシステム

について－」で論及しており、「心理治療的なアプローチが効果をあげるためには、それを可能にす

るような枠組み、つまり虐待ケースへの介入のための制度が確立されていなければならない」（182頁）

と主張する。虐待に係る各分野から提供されるサービスが適切に運用できるような枠組み、すなわち

法制度を確立させる必要性をアメリカの例を踏まえて述べている。そこでは、カリフォルニア州法に

おける虐待報告義務制度の紹介、裁判所の審議を中心とした介入システムの現状と問題点について論

じている。子ども保護機関：CPS（Child Protective Service）の介入システムについては、まず最初

に、子どもの緊急サービス：CES（Children’s Emergency Services）のユニットの1つであるERU

（Emergency Response Unit : 緊急対応部）の役割と機能について述べている。ERUは、電話により

虐待報告を受け、その報告に基づき調査を実施する機関である。次にCDU（Court Dependency

Unit：裁判対応部）に関して紹介している。CDUは、裁判所に対して虐待ケースの審理を申し立てる

機関であり、裁判所の審議に必要な様々な資料を集めるとともに、親や子どもへの教育及び治療プロ

グラムを提供している。最後に、親権の一時停止について記述している。裁判の結果、裁判所が一時

的に子どもの親権を持つ場合は、その後のプロセスが以下の3つに分かれているという。①一定期間

の後に子どもを家族と再統合させることを前提に、一時的に家庭外に措置する場合、②一定期間子ど

もを家庭外に措置したとしても家族の再統合が望めそうにない場合（子どもの自立までを見通したプ

ログラム）、③親権の一時停止を受けた上で、社会福祉局が家族の生活に介入しながら子どもが家族

のもとに留まる場合。いずれのケースにおいても、裁判所の権威を持って、親や子どもの心理治療や

家族療法のプログラムが組まれる形式を取っており、子どもとの再統合を望む家族は、これらのプロ

グラムを受け、子どもと生活できる状況とその努力を裁判所に示そうとする。そして、日本における

このようなシステムの不在が、親への治療を困難にしていると著者は主張する。また、法的な権威に

よる介入とケースワーク的な援助という、ある意味では矛盾した機能を児童相談所という一つの機関

に併せ持たせることで、虐待対応のシステムに混乱が生じ、機能が十分に発揮できていない日本の現

状に対しても、虐待特徴を踏まえた介入システムの再検討の必要があると指摘する。法制度の側面か

らは、治療と司法介入の関係にのみ焦点を絞り論述しているものの、本著は、被虐待児・保護者への

心理的問題への治療がなぜ必要であり、その援助が虐待の解決に欠かすことができないものであるこ

とを論じた先駆的な著書として着目すべき文献である。

【文献40】西澤哲「虐待を受けた子どもとの面接－子どもからの証言の聴取について」吉田恒雄編

『児童虐待への介入　その制度と法』（尚学社、1998年）165～187頁

本論文は、児童虐待に対する介入、特に法による強制的介入について、児童虐待に関する法制度お

よび法解釈を中心に論じているものである。西澤による第7章「虐待を受けた子どもとの面接－子ど



もからの証言の聴取について」では、子どもの虐待に対する法的介入に伴って生じることが予想され

るさまざまな問題への対応について論及している。臨床心理学の研究者であり、実際に心理臨床家で

もある筆者は、その論点を考察することについて、その背景として「今後、法律関係者が法廷などで

子どもから証言を得なければならない機会が増えることが予想される」（165頁）からであろうと述べ

ている。

本章では、子どもからの証言を得る方法の参考例として、心理臨床という場面での子どもとの会話

のあり方（面接内容・手順）がどのようなものであるかについて具体的に紹介している。その中で筆

者は、心理臨床の場面では、常に子どもの話を『真実』として受け止めていかなければならないのに

対して、法律関係者の場合は、子どもの言葉の真偽のほどを吟味しなければならないという違いがあ

ることを指摘する。また、虐待を受けた子ども全般に関して、子どもから虐待の話を聞く上で特に注

意すべき点、そして、性的虐待を受けた子どもから話を聞く際に考慮せねばならない事柄について記

し、子ども達は虐待の話を他者に話すことによる心理的な大きな負担を持ち、場合によっては再び深

く傷つけられることも珍しくないと論じている。子どもの話の信頼性に関する評価については、その

例として最近のアメリカでの性的虐待をめぐる裁判においての子どもの「誤った」証言や、成長後に

思い出された「偽りの記憶」（例えば、FMS : false memory syndrome 偽りの記憶症候群）によって

不当な判決を受けたと主張する人達が現れていること、そして子どもの話や「よみがえった」過去の

記憶の真偽性の考察についても、記憶を真実の部分と歪曲された部分とに分類して理解し、検討する

べきだと提起している。これらが示すように、本章は、今後、日本においても法律関係者が法廷など

で子どもからの証言を得る状況が想定されること、それに伴い、子どもの人権に配慮した証言聴取の

必要と、子どもの証言の信頼性への考察など、これから発生すると考えられる課題を検討した先駆的

な論考と言えよう。

（加藤洋子）
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